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令和４年３月14日 予算特別委員会 議事録 

12時55分 開会 

 

○出席委員 （８人）    委 員 長 寺岡 公章    副委員長 藤川 和弘    委 員 賀屋 幸治、小中 真樹雄、小田上 尚典、西村 一啓、和田 芳弘、 

        山崎 年一 

   副 議 長 網谷 芳孝 

○欠席委員 なし  
○寺岡委員長 皆さんこんにちは。定足数に達しておりますので、これより予算特別委員会
を開会いたします。 

  まず、開会にあたり、市長から御挨拶をお願いいたします。   市長。 

○入山市長 予算特別委員会開催ありがとうございます。よろしく御審議お願い申し上げま
す。 

○寺岡委員長 ありがとうございました。 

  予算特別委員会における質疑のあり方は、議会運営委員会の決定により予算・決算特別

委員会質疑要領による委員会運営となりますので、委員及び職員の皆様の御協力をよろし

くお願いいたします。 

  効率的で充実した審査とするため、委員会運営について７点ほど確認とお願いをさせて

いただきます。 

  まず、１点目、質疑・答弁は予算審査のための委員会であるという本来の趣旨に沿った

ものとし、簡潔明瞭に行っていただきたいと思います。 

  また、委員の皆様には、前回の予算特別委員会においても再確認させていただいており

ますが、事前通告への御協力をお願いしております。円滑な会議運営のため、通告内容に

基づいた質疑を行っていただきますようお願いいたします。 

  なお、通告を提出されておられる委員の質疑から、先に行わせていただきたいと思いま

すので、御協力をよろしくお願いいたします。 

  次に、２点目、質疑にあたりましては、質疑を予定している予算書など資料タイトルの

ページと項目を最初に述べてから行っていただきたいと思います。これによりまして、執

行部の方も資料の準備ができてスムーズな答弁ができるかと思います。 

  ３点目、一般会計の審査の最後に総括質疑を入れております。この時間は、款をまたぐ

内容など全般的な質疑を受け付けます。各款の審査の際に各委員の発言機会を確保してお

りますので、総括質疑の際に質疑漏れのための質疑がないようにお願いをいたします。 

  ４点目、数値を含む質疑につきましては、既に執行部から資料の提出をしていただいて

おります。委員におかれましては、提出していただいた資料などを十分に御活用ください。
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また、執行部の方は、質問の内容によっては概数もしくは把握している数値により答弁し

ていただいて差し支えないということにしたいと思います。 

  ５点目、執行部が答弁をされる場合は、挙手をして委員長と呼んでいただき、委員長か

ら指名を受けてください。指名を受けましたら、課名と職名などを名乗ってから答弁をし

てください。 

  ６点目、委員におかれましては、質疑がある場合、挙手をして委員長と呼んでいただき、

指名を受けて発言をお願いいたします。挙手がない場合は、２回目の質疑、３回目の質疑

と進めていきますので、質疑がございましたら素早く挙手をお願いいたします。また、発

言をされる際はマイクのスイッチを入れ、マイクを近づけてしっかりと聞き取れるように

お願いをいたします。 

  最後７点目ですが、携帯電話はマナーモードに設定いただきまして、審査中に鳴ること

がないよういま一度御確認をお願いいたします。今、御確認をお願いします。 

  よろしいですか。 

  以上、御協力をよろしくお願いいたします。 

  それでは、日程第１、議案第２号令和４年度大竹市一般会計予算を議題といたします。 

  第４款、衛生費の質疑に入ります。 

  １回目の質疑を行います。 

  通告をいただいております。通告をしている委員の方から質疑を行ってください。 

  どなたからやられますか。 

  小田上委員。 

○小田上委員 よろしくお願いします。 

  108ページです。ネウボラ関係なんですけども、95ページとまたがる部分があって申し

訳ないなと思うんですけども、ここで聞かせてください。 

  前年度予算と比較して需用費のところが大きく減っているその理由と、令和３年度の取

り組みとの差、どういうことが変わっていくかというのをまず教えてください。 

○寺岡委員長 課長。 

○松重保健医療課長 まずは、減額された理由のほうからお答えいたします。 

  にじいろこども園の開設準備費用として消耗品や備品を購入したため、令和３年度増額

しておりました。その分が令和４年度計上しておりませんので、減額となったものです。 

  そして、令和３年度との取り組みの違いでございますけれども、にじいろこども園の開

設によりまして、今まで市役所本庁舎内やサントピア大竹などで実施しておりました、乳

幼児健診及び育児教室の会場とする予定にしております。また、総合市民会館で開催して

おりました育児相談につきましては、福祉課と保健医療課で連携した事業になるよう、今、

準備をしておるところです。利用者のお子さんや保護者の方には、整った環境で御利用い

ただけるものと考えております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 はい、ありがとうございます。 
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  この需用費が減ったのが、にじいろこども園の備品購入のところが減ったというのが分

かりました。 

  ネウボラのところで言えば、子育て世代包括支援センターがネウボラの機能で、それと

対をなす機能が先ほど御紹介があったどんぐりＨＯＵＳＥになるのかなと。なので、子ど

も家庭総合支援拠点がどんぐりＨＯＵＳＥでいいんですかね。それは違うか、教えてくだ

さい。 

  じゃあそこの違いを教えてもらって、ネウボラの窓口って、今、立戸と市役所の２つあ

りますよと。それで、広島県版のネウボラだと各中学校区ごとに窓口をみたいな書きかた

もしていますけど、窓口ワンストップっていう意味では１つになっていいのかな、でも相

談窓口がどうなのかなっていうのが、そこを教えてください。 

○寺岡委員長 保健医療課長。 

○松重保健医療課長 子育て支援センターがどんぐりＨＯＵＳＥですので、そのどんぐりＨ

ＯＵＳＥの中に子育て支援コーディネーターさんがいらっしゃいますので、一応子育て支

援センターの中のコーディネーターと保健医療課にいる母子保健コーディネーターが、共

同で一体的になって子育て支援を行うということになっております。 

  家庭総合支援拠点のほうは福祉課のほうで実施しているという形になろうかと思います。

すみません、その辺は福祉課のほうの回答を得ていただいたらと思います。 

  窓口ですけれども、子育て支援センターのほうに子育て支援コーディネーターさんがい

らっしゃいますので、通常の子育ての悩み、そちらに来られる子育ての悩みということは

そちらで受けていただき、あと、母子保健の関係で特に気になるお子さん、発育とかそう

いうところで気になるお子さんも拾い上げていただいて、一体的に保健師のほうが支援セ

ンターのほうにお伺いして、一緒に相談を受けるというような体制になろうかと思います。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 窓口が減ったことに関するこの見解は特にないですか。 

○寺岡委員長 部長。 

○豊原健康福祉部長兼福祉事務所長 窓口が減ったというよりも、どちらの窓口に行ってい

ただいても、例えば保健医療課のほうで福祉の相談があったとしても必ずつなげるという

意味合いで、総合的に対応させていただくという意味合いになっておりますので、ここの

窓口は保健だから保健に行きなさいとか、福祉だから福祉に行きなさいではなくて、一応

どこに行っていただいても相互につながるような形で連携を取りたいというふうに考えて

おりますので、御理解いただければと思います。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 ごめんなさい、窓口が減ったというのは、ネウボラという仕組みにしたこと

でワンストップで窓口を１つにして協力していこうという仕組みは分かるんですけど、今

まで立戸にも相談に行けていた、小方にもあった、そうか、ごめんなさい。ちょっとごち

ゃごちゃになってるのか。分かりました。 

  もうちょっと頭を整理して、２回目以降に回そうかなと思います。 
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  ただ、ごめんなさい福祉課と連携というところで、すごいネウボラという言葉から、何

か閣議決定を最近されたこども家庭庁っていうのができて、何かいろいろ仕組みが変わり

ますみたいなのがあるんですけど、これで何か大きくやることが変わったりとかするんで

すか。そこを教えてください。 

○寺岡委員長 部長。 

○豊原健康福祉部長兼福祉事務所長 すみません、こども家庭庁につきましては、昨年だっ

たと思うんですけれどもいろいろ大きく報道されて、導入されるっていうことだった。た

だ、仕組みはかなり変わってきた状況でございまして、すみません、手元に詳細な情報が

ないもんですから、こども家庭庁によって大きく変わるとかといった情報が生じれば、ま

た中で検討して御報告させていただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 よろしいですか。 

  次の質疑される方どうぞ。 

  小中議員。 

○小中委員 この衛生費の項目で５点あるんですけど、一遍に言ったほうがいいんでしょう

か。１つ１つ言ったほうがいいんでしょうか。 

○寺岡委員長 その組み立ては、委員にお任せします。 

○小中委員 そうですか。じゃあもう一遍に言わさせていただきます。 

○寺岡委員長 マイクちゃんとお願いします。 

○小中委員 まず、99ページの保健衛生総務費で、へき地医療対策事業が前年度約１億

3,855万円から今年度約4,941万円と大幅に減少している理由は何かという質問をしていた

んですが、前年の予算書を見ると、阿多田診療所への基金積み立てを集中的に行っている

みたいなんで、これは、その前年度に再編交付金の動向が不透明なために前年度に集中的

に積み立てたため、今年度約4,941万円に減ったという理解でよろしいんでしょうか。 

  次に、108ページの母子保健費で、約137万円で購入される視覚検査機器は具体的にどん

なもので、どこに配備されるかというのを教えてください。 

  さらに、114ページごみ処理場管理費で、ごみ処理場維持管理事業の委託料が前年度比

倍増している理由は何でしょうか。 

  118ページのし尿処理場整備費の第二貯留槽汚泥除去業務委託料が、前年に比べ４倍近

く増えている理由は何かについてお伺いしたいと思います。 

  120ページ環境対策費で、環境学習事業で前年度は計上されていない講師等謝礼の記載

があるが、どのような講演及び講習会が予定されているのか、分かっていれば教えてくだ

さい。 

  以上です。 

○寺岡委員長 ５点あります。へき地医療と母子保健とごみ処理とし尿処理と環境学習、そ
れぞれお願いします。 

  はい、どうぞ。 

○小川環境整備課課長補佐兼環境整備係長 環境整備課課長補佐の小川です。環境学習事業
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の講師の件に回答させてもらいます。 

  この報償費に要する事業は、広島県の地球温暖化対策活動促進補助金をもらって実施し

ています。昨年度は委託料の中に講師等謝礼が入っており、大竹市地域学校協働本部と共

同で行ったらんらんカレッジのエコ工作教室の講師謝礼等を、委託料として大竹市地域学

校協働本部のほうに支払っております。 

  昨年度と予算の計上の仕方が違うのは、本年度の実績報告を行った際に県のほうから予

算の計上の仕方について指導がありまして、変更いたしました。令和４年度についても同

様に地球温暖化対策の学習を予定しておりますが、まだ講師のほうは決まっておりません。 

  以上です。 

○寺岡委員長 課長。 

○井上環境整備課長 私からは、ごみ処理場維持管理事業の委託料の増額のことについてお

答えします。 

  このごみ処理場維持管理事業の委託料が、前年度と比較しまして約5,000万円の増額と

なっておりますが、これは主に、令和４年度からこれまで直営で行ってきたリサイクルセ

ンターの現業業務を民間委託することによるものでございます。 

  約5,000万円増額の主な要因といたしましては、民間委託に関するものとして不燃物処

理場運転管理業務委託料6,554万8,000円を新規に追加いたしまして、逆に令和３年度予算

にありました資源・不燃ごみ分別業務委託料1,245万1,000円、これと資源物分別指導及び

分別業務委託料222万円、それと不燃物処理機械運転及び保守点検業務委託料222万6,000

円につきましては、これはシルバー人材センターへの委託料でしたが、令和４年度からの

民営化によりまして受託業者が引き継ぎますので、削除しております。 

  これらなどの理由によりまして、トータルで約5,000万円の増額となります。 

  以上です。 

○寺岡委員長 はいどうぞ。 

○笹野環境整備課副参事兼リサイクルセンター長事務取扱 リサイクルセンター長笹野です。 

  第二貯留槽汚泥除去業務委託料が前年に比べ４倍近く増えた理由について申し上げます。 

  新たなし尿前処理施設の整備にあたり、その事業用地にある第二貯留槽を令和４年度末

頃から解体する予定となっています。第二貯留槽は現在使用されていませんが、槽内には

長年し尿処理施設として稼働していた際の残留汚泥がたまっており、まずはこれを除去し

なければなりません。残留汚泥は固液分離した状態となっており、上側には水状の液体の

層、その下には泥状の沈降物の層と分かれております。各層の見込み量は、水状の液体の

層が400立方メートル、泥状の沈降物の層が475立方メートルとなっています。 

  令和３年度予算は、このうちの水状の液体の槽について水中ポンプを使用しまして、現

在稼働中のし尿前処理施設の第一貯留槽に移送して希釈後、隣接する下水処理場に送水す

ることを念頭に計上したものです。 

  令和４年度予算につきましては、泥状の沈降物の層を業者委託で業者の処理施設に搬送

し、焼却処理することを念頭に計上した予算です。希釈して下水処理場に送水する業務に

つきましては、仮設の水中ポンプを設置し、現在稼働中のし尿前処理施設で希釈して下水
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処理場に送水するため、業者委託で除外することに比べまして相当安価で処理することが

可能です。令和４年度予算が令和３年度予算より増加しているのは、この処理方法の違い

によるものです。 

  以上です。 

○寺岡委員長 保健医療課長。 

○松重保健医療課長 へき地医療の関係です。 

  へき地医療について積み立てしたお金でございますけれども、これは阿多田診療所の安

定的な運営を行うため、2,400万円を上限に補助金として年間お出ししている部分を基金

で賄っているものです。これは令和８年度まででございますけれども、今回積み増した関

係で、令和13年度までの運営に充てることが可能となっております。 

  母子保健費の視覚検査機器、こちらですけれども、通常、目に関する問診やランドルト

環による視力検査だけでは弱視を見逃す場合があることから、今回のこの機器によって、

近視や遠視・乱視・斜視などそういう疑いのある場合に簡単に操作できて、早期に発見で

きるという機器になっております。こちらは、毎月行っております３歳児健診や就学時の

健診などに使用したいと考えておりますので、本庁のほうに置いて保管・管理をしていく

予定にしております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 御答弁いただきました。いかがでしょうか。 

  はい、小中委員。 

○小中委員 母子保健費、ごみ処理場管理費、し尿処理場整備費、環境対策費については、

先ほどの答弁で結構です。 

  ただし、へき地医療対策費が大幅に減少している理由について、今の説明じゃちょっと

分かりにくかったんですが、結局、阿多田診療所基金積立金ていうのが去年より大幅に減

っているわけですよね。だからそれは、結局その理由は何かというのが今の説明でちょっ

と私にはよく分からないんですけど、もう一度分かりやすいように説明いただければと思

います。 

○寺岡委員長 課長、どうぞ。 

○松重保健医療課長 基金は、積み増すときに国のほうから、防衛省のほうからも再編交付

金としていただくということになっております。 

  基金全体につきましては、すみません。いいですか。 

○寺岡委員長 総務部長。 

○中村総務部長 先ほど小中議員が言われたように、再編交付金の見通しがつかない状況で

ございましたので、最終的にどこに再編交付金を充てるかというところで考えまして、へ

き地医療は確保したいということから、基金のほうに全部積み立てたということでござい

ます。 

  以上でございます。 

○寺岡委員長 まだ通告された方いらっしゃいますが、いかがですか。 

  西村委員。 
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○西村委員 衛生費の110ページ、母子保健費の中の不妊治療についてお尋ねをいたします。 

  保険医療、先進医療の混合診療を利用した場合、市の補助金が得られるのか、また、個

人負担になる人がいますかという点と、せっかく国がこういう不妊治療に踏み込んでくれ

た、特に若い世代で子供を欲しがっとる家庭にとっては朗報なんですが、この200万円程

度の予算でどれぐらいできるんですか。 

  もれ聞くところによれば、かなり不妊治療が従来はお金がかかっとったんですが、それ

をこの補助金で交付するということになれば、一人頭どれぐらい枠が使えるのかなという

ことがちょっと気がかり。 

  それともう１つは、相対的には予算額が少ないような感じがしますが、来年からはまた

これが増えるものと期待をしておりますが、その２点について御説明をお願いいたします。 

○寺岡委員長 保健医療課長。 

○松重保健医療課長 保険医療と先進医療の混合診療をした場合に市の補助は受けられるか

という御質問でしたけれども、こちらは受けることは可能です。ただし、市のほうの補助

は県の制度の上乗せを考えておりますので、県のほうの上乗せをした部分は上限は５万円

としておりますので、それを超える部分の治療をされた方は自己負担が発生するというこ

とになります。 

○寺岡委員長 主幹。 

○住田保健医療課主幹兼保健予防係長 保健医療課主幹住田です。 

  県のほうの事業を確認していきますときに、今、助成を受けられている方のおおよそ

65％ぐらいの方が先進医療もお受けになっているというような、医療機関の照会結果を踏

まえました件数になっております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 人数とか、あと、予算額が少ないんじゃないかという指摘もありましたが、

その辺はいかがですか。 

  はい、どうぞ。 

○住田保健医療課主幹兼保健予防係長 すみません今回、今私どもが県とともに助成してお

りました不妊治療というものは保険診療に移行しますので、その部分は今回助成制度の対

象には実はなりませんので、今から保険診療になる特定不妊治療などと合わせて、先進医

療をされた場合にっていうところが今度新たな不妊治療の助成制度ということで創設をし

ましたので、ちょっとその辺がなかなか御説明が行き渡らず申し訳ないんですけれども、

なので、今までの特定不妊治療を受けられていた方は保険診療で３割負担という整理をし

て、また、それに外れる方々に対して助成をしようというものでございます。 

  以上です。 

○寺岡委員長 西村委員。 

○西村委員 ありがとうございました。 

  一応、３割負担の中で治療をされるんですが、県のほうは５万円を超えた場合は実費と

いう解釈で。はい。 

○寺岡委員長 よろしいですか。 
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  そのほか、もう何名かいらっしゃいますが。 

  山崎委員。 

○山崎委員 よろしくお願いします。 

初めに、コロナの第７波が来るんじゃないかというようなことで、専門家の中でも意見

があるようでございますので、今までの経過を含めて、新年度どういうふうに対応してい

くかということを含めてお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  現状では、第６波も収まりつつあるというような状況で少し安心感も出てきたわけであ

りますが、一方でオミクロン株というのは重症化率が低いということで、あまり警戒感が

少し薄れておるというところもあろうかと思うんであります。 

  そういった中で、マスクの着用とか手指の消毒とか換気などの基本的な感染対策の徹底、

これが重要だということで、今まで私たちもやってきました。ところが、保育園や学校、

高齢者施設などの感染拡大が収まらないという状況で、特に高齢者に至っては、亡くなら

れる確率が多いということが報道等でもされております。 

  私も、実は３回目の接種をいたしました。１回目、２回目ともファイザー社でしたが、

３回目がモデルナでして、非常にこのモデルナに変わるということについて不安がありま

した。恐らくこれは私だけじゃなくて、市民の方、多くの方が不安を持たれたと思うんで

あります。やっぱりこういったことに対しての理解を深めてもらうための説明、これがや

っぱり欲しいなという気がいたしました。 

  こういった不安に対して、不安を解消するためにどういうふうな取り組みをなさってき

たのか、また、これからもどういうふうにしてしっかりと理解していただこうとされよう

とするのか、その辺のところをちょっと伺わせてください。 

  何といいましても、接種を受けるにあたっての不安があれば二の足を踏むということが、

今回の３回目の接種が少し浸透していないという原因になっとるんかなという気がします

ので、そこらあたり１つお願いいたします。 

○寺岡委員長 まず１点ですが、いかがでしょう。 

  課長。 

○松重保健医療課長 実際、市のほうでもファイザーからモデルナに、３回目がモデルナが

半量で分配されるということになりましたので、市のほうも大変苦慮いたしました。集団

接種につきましては、こちらはモデルナという判断をいたしましたので、事前に集団接種

を受けられている方には意向調査をさせていただきました。個別通知をさせていただく際

にも、厚労省のチラシ等、交互接種についての理解、不安に対して解消するための記載が

してあるチラシをお配りしたり、あるいは県のほうの相談センターへ御相談いただくとい

うことも可能ですので、そういう御案内はさせていただいております。 

  実際に、接種につきましては３月３日の生活環境委員協議会でもお伝えいたしましたけ

れども、県平均・全国平均と比べて大竹市のほうは接種率も良い状況にございますので、

順調には進んでいると思います。 

  でも、中には二の足を踏んでいらっしゃるという方もおられますでしょうから、ホーム

ページや市広報におきまして接種勧奨のほうを進めて、安心して受けられるような接種勧
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奨をしていきたいと思っています。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。大変な苦労があるんだろうと思います。特に、今回の

ように非常に情報が錯綜した中でのことでありますから。 

次に、いわゆる５歳から11歳までの低年齢層の接種についてお伺いしたいんであります。 

  これは保護者の不安が非常に大きいと思っています。そういった中で、この保護者の不

安をどう解決するかということで、先の生活環境委員協議会においてもここの説明はござ

いました。 

  実は先月だったでしょうか、尾道市の保護者が行政に対して、５歳から11歳の接種に対

してしっかりと説明責任をしてくれと、そして、その差別がないようにということの申し

入れをされたということが新聞でも報道されました。保護者や子供たちの不安解消、これ

についてはこの前も説明があったんですが、今まさにこれからといいましょうか、接種の

最中といいましょうか、接種に取りかかる時期だと思うんです。 

  そういった意味で、もう一度子供たちにどういうふうに説明をしていらっしゃるのか、

保護者にどういうふうに説明していらっしゃるのか、そのことについてお伺いしたいのと、

また、そのことで保護者の皆さんが納得していらっしゃるのかどうか、その辺のところも

含めてお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。 

○寺岡委員長 課長。 

○松重保健医療課長 ５歳から11歳の子供に対する接種でございますけれども、こちらも既

に個人通知はさせていただいておりますけれども、その中に厚労省が作成しておりますチ

ラシのほうを同封してお送りしております。そのチラシの中には、子供さんにも読んでい

ただけますように安易な言葉でチラシもつくっておりますので、そちらを読みながら、保

護者の方と子供さんが納得して打っていただけるようなものも同封をしております。 

  また、ホームページや広報にも相談していただける電話相談、あるいは厚労省のほうが

子供に関するＱ＆Ａ等もつくっておりますので、そういったところを御覧いただけるよう

にＰＲをしております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 はい、どうぞ。 

○山崎委員 ありがとうございます。 

  一番心配なのが後遺症ということだと思うんですが、そういった中で、接種を進める側

として、後遺症についてはどういったものを心配してらっしゃるということをお伺いした

いんですが、よろしくお願いします。 

○寺岡委員長 何か情報を持っていますか。耳に入っていることがあれば御紹介ください。 

  はいどうぞ、主幹。 

○住田保健医療課主幹兼保健予防係長 すみません、個別具体に後遺症ということの症状が

いろいろありますので一概には申し上げられませんけれども、接種後に副反応を疑う症状

を示した方については、専門の医療機関を御紹介するというような、まずはかかりつけに
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行かれますけれども、後々必要な場合は、専門医院を紹介するというような体制を広島県

でとっております。県内23カ所の医療機関の御協力を得て、医師の判断により専門的な医

療機関を紹介するというところになっております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 はい、どうぞ。 

○山崎委員 治療をどうするかということを聞いとるんじゃなくて、新型コロナのワクチン

接種で、どういった後遺症を心配してらっしゃるから接種に結びついていかないのか、あ

るいは保護者、当事者が心配していらっしゃるのかということを私は問題にしとるんです

よ。 

  よく新聞なんかでは、髪が抜けるとか難聴になるとかそういう話がよくあると思うんで

すが、そういったことをどの程度認識していらっしゃるのかということを、やっぱりここ

のところをきちっとしとかんと説得できんじゃないですか。そういった意味で伺いよるん

ですが、ひとつよろしくお願いします。 

○寺岡委員長 課長。 

○松重保健医療課長 実際に市民、保護者の方の不安というのを直接的にお聞きするという

場は、電話相談等はあるかとは思うんですけれども、実際にアンケート等を行ってはおり

ませんので、どういった接種行動を取るのかっていうのは、それぞれの保護者の方のお考

えかと思います。 

  １つ大事なところは、これは保護者の方、お子さんも含めて納得していただいて接種す

るということになっておりますので、努力義務も課せられておりませんので、その部分は

保護者の方に十分に情報を出していって、受けたいと思う方は受けていただく、それでも

ちょっと今はやめておこうという方は、それは保護者の方の意思でございますので、それ

を尊重してまいりたいと思っております。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 現時点では、予防接種法上の努力義務が適用されていないということのようで

ございますので、接種についてはあんまり強制はしてないですよということだと思います。 

  それで、今私がさっきから言ってる後遺症の問題ね、これは今保護者が本当に心配して

いらっしゃるのは、接種をしたから腫れたとか痛くなったとか熱が出たとか、そのことを

心配していらっしゃるんじゃないんだと思う。５年先、15年先に、ひょっとしてそのコロ

ナワクチンの接種をしたことによって弊害が出るかもしれない。そのことが心配なことが、

結果として接種につながっていかないということだと思う。 

  私も２、３人の保護者の方に聞いてみました。やっぱり本当の心配はそこなんです。た

だ、テレビでも新聞を見てもそのことは一切触れていない。だけど、本当に保護者が心配

しとるのはそこなんです。やっぱりそういったところから見ると、接種を勧めることが本

当に良いか悪いか。以前ヒブワクチンとかいう問題もありましたし、そういったことでの

保護者が心配していらっしゃるんだろうと思います。そういったことにおいては、やっぱ

りきちっとそこのところを認識した上でこの問題に取り組んでいく必要があるんだなとい

うことを考えましたので、ちょっと伺ってみました。 
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  それで、日本医師会の中川会長は、子供へのマスク着用について非常に否定的というか、

あんまり賛成でないというような言い方でありまして、ちょっと心配をされています。特

に乳幼児の場合のマスク着用というのは、呼吸障害を起こしたというようなことで心配な

部分がということですが、本市の保育所等におけるマスク着用については、どういうふう

になっておるのかということが分かりましたらひとつお伺いしたいんですが、分からなけ

れば分からんで結構でございます。 

○寺岡委員長 福祉課長。 

○神代福祉課長 マスクについて、公立保育所につきましては保護者の方に通知を出しまし

て、３歳以上児、年少クラス以上の子供については、可能な範囲でマスクの着用をお願い

しております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 はい、どうぞ。 

○山崎委員 ありがとうございます。資料請求しまして、保育所関係のクラスターの関係、

提供いただきましてありがとうございます。 

  それで、広島県内各市町と大竹市の新型コロナウイルス感染者の比較をしてみました。

第６波に突入したと日本医師会が発表した１月初旬頃には、１月27日の時点で人口10万人

当たりに換算すると大竹市の感染者数は累計で1,904人となって、広島県内で広島市に次

いで２番目の高さでした。その後、府中町や海田町の感染者が増加して、２月末の時点で

は10万人当たり広島市・府中市・海田町に続いて、大竹市は４番目に高いという状況でし

た。 

  感染拡大当初の報道では、米軍基地由来の感染だという報道もありましたし、私たちも

米軍基地が原因だったんだろうということで思っておりました。ところが、これ数値で見

ますと、岩国市は１月27日の時点で10万人当たりが1,768人で、大竹市より136人、１月27

日の時点で少ないんです。10万人当たりね。２月末の時点でも、岩国市が10万人当たり

2,289人で大竹市より303人少ないということから見ると、決して岩国基地が原因の全てで

はなかったんだろう。一定の感染源になったかもしれませんが、この数値から見ると、米

軍基地のある岩国市での感染が大竹市ほど10万人当たりでは拡大してないということから

見ると、どうもそうではないような気がします。 

  そういったことで、これからもコロナの対応に追われて感染が広がった状況というのが

続くと思います。 

○寺岡委員長 一旦。 

○山崎委員 はい。 

○寺岡委員長 山崎委員、もうちょっと質問をまとめてくださいね。結構時間がかかってい
るんで。 

〔発言する者あり〕 

○寺岡委員長 ちょっと待って。 

  １回目の質疑がまだ途中でございます。まだ発言されてない方で通告されてる方どうぞ。 

  副委員長。 
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○藤川委員 お願いいたします。 

  予算書105ページです。地域不法投棄対策事業についてです。これまで同僚議員が何度

か質問されているのを覚えておりますが、今年度不法投棄は減っていますでしょうか。ま

た、カメラに写って検挙した事例はありますでしょうか。 

○寺岡委員長 センター長。 

○笹野環境整備課副参事兼リサイクルセンター長事務取扱 まず、不法投棄の件数につきま

しては、過去５年間を見まして横ばい傾向にあります。ただ、冷蔵庫・洗濯機・テレビな

どの不法投棄は減少傾向にあるようです。 

  監視カメラの映像を警察に提供し、不法投棄した人が特定された件数につきましては、

令和２年度から遡って、平成28年度の５年間で３件となっております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 藤川副委員長。 

○藤川委員 はい、ありがとうございます。 

  減っているとはっきり分からないような答えだったんですが、この事業、成果は出てい

ますか。 

○寺岡委員長 センター長。 

○笹野環境整備課副参事兼リサイクルセンター長事務取扱 まず、不法投棄、以前は先ほど

申し上げた冷蔵庫・洗濯機・テレビ等が、山間部の道路の崖下とかに投棄されることが多

かったのですが、そのようなことが減少傾向にあるようです。 

  数につきましては、横ばい傾向ですが増加ではないということで、これも成果なのでは

ないかと考えているところです。 

  以上です。 

○寺岡委員長 藤川副委員長。 

○藤川委員 はい、ありがとうございます。せっかく事業、これありますんで、減っていく

ような努力をしていただければと思います。 

  続いて、予算書114ページ、ごみ処理場維持管理事業です。先ほども話が出ました。ご

み処理場を民間委託しますね。もう決まっていると思いますけども、新規の業務委託状況

を教えてください。 

○寺岡委員長 環境整備課長。 

○井上環境整備課長 令和４年度からリサイクルセンターの現業業務を民間委託いたします。

今月頭に入札を行いまして、委託業者、株式会社ＩＳＣに決定いたしました。 

  以上です。 

○寺岡委員長 はいどうぞ。 

○藤川委員 はい、ありがとうございます。 

  すみません、株式会社ＩＳＣ僕はちょっと詳しくないんですが、どちらの業者さんです

か。大竹市なんでしょうか。 

○寺岡委員長 課長。 

○井上環境整備課長 大竹市に営業所がある会社でございます。現在、一般廃棄物の収集運
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搬業務委託をその業者にもしております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 どうぞ。 

○藤川委員 すみません、ありがとうございます。 

  民間委託事業、期待しておりますのでよろしくお願いいたします。 

  ごみ処理場についてもう１件言わせてください。以前も質問させていただいております

屋号のついた車での持ち込みができない件、あれはどうなりましたでしょうか。 

○寺岡委員長 センター長。 

○笹野環境整備課副参事兼リサイクルセンター長事務取扱 屋号、車に会社名が入った車で

の持ち込みにつきましては、令和２年度まではできなかったんですが、令和３年度から原

則できないことといたしまして、これは、個人事業主の方で、事業所名の入った車両を自

家用と兼用で使用している場合は御相談くださいという、そういう扱いとさせていただき

ました。 

  令和４年度からは、事業所名の入った車両で持ち込まれた場合は、ごみの内容を確認の

上、事業系ごみとして扱わせていただく場合がありますという、そういう扱いに変更させ

ていただきました。ただし、市外の事業所名の入った車両で持ち込まれた場合は、そのご

みが市外事業所から排出されたと認められる場合は受け入れができません。 

  以上です。 

○寺岡委員長 藤川委員。 

○藤川委員 はい、ありがとうございます 

  ごみのホームページを見させてもらったら、２トン以上のトラックや事務所名の入った

車両の持ち込みはできません。ただし、個人事業主のほうで事業所名の入った車両を自家

用車と兼用で使用されている場合は御相談ください、先ほども御答弁ありましたとおりだ

と思いますが、軽トラや乗用車タイプの商用車の屋号がついている車とか詳しく書いてな

かったんですね。ちょっとホームページのほうを市民の方に分かりやすく更新していただ

ければと思います。 

  以上です。 

○寺岡委員長 １回目の質疑、通告いただいていた方は御発言いただきました。通告しなか

った方で他に質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○寺岡委員長 以上で、１回目の質疑を終結いたします。 

  50分程度たちましたので、換気の休憩を取りたいと思います。 

  10分程度と宣言しておりますので、13時55分に再開したいと思います。 

  休憩いたします。 

13時45分 休憩 

13時54分 再開 

○寺岡委員長 それでは、会議を再開いたします。 

  衛生費の２回目の質疑から再開いたします。 
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  質疑を受け付けます。いかがでしょう。 

  小田上委員。 

○小田上委員 １回目は大変失礼しました。 

  ちょっとネウボラのことを続けて伺いたいんですけども、窓口が減るじゃないかという

ところで心配になった、質問した理由が、今ネウボラのチラシで大竹版ネウボラって出て

いますよね。それで、今市役所の２階の保健医療課でやっています。それで立戸のどんぐ

りＨＯＵＳＥでやっていますと。どんぐりＨＯＵＳＥがこっちに来ますとなると、何か二

つ相談できる場所があったのに、ここら辺一体だけに、相談しに行く人の立地的なところ

が変わるのかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、連携が増えるという方法、増やす

方法をとっているということが先ほど紹介いただいたところだと思いますが、チラシって

どうなりますか、これ。 

  ネウボラ全体のこととかネウボラといえばここみたいなのが、僕のイメージだと２階な

んですよ。市役所の。ネウボラって書いていますから。ただ、小さい窓口をどこまで考え

ているのかな、なので今、立戸に行っても恐らく小方のほうにつないでくれる、小方に行

っても立戸のほうにつないでくれる、近いところに行けばいいみたいな感じだったと思う

んですけど、そういう細かい窓口みたいな構想があるのか、お聞かせください。 

○寺岡委員長 部長。 

○豊原健康福祉部長兼福祉事務所長 すみません、立地のことにつきましては、大竹市の人

口レベルの人口の話を出してもいけないんですけれども、なかなか確かに窓口がたくさん

あったほうがいいという考え方もありますけれども、やっぱりある意味こちらのほう、市

役所の敷地内で保健医療課、福祉課それからどんぐりＨＯＵＳＥの関係を集中してできる

ということで御理解いただければというふうに思いますので、確かにチャンネルが多けれ

ば多いほどいいというのは理想としては分かるんですけど、そういった形で、ある意味集

中しておるという形で御理解いただければというふうに思います。 

  それからネウボラにつきましては、この４月からお越しいただくんですけども、もちろ

ん相談については随時受付しておりますので、ちょっとＰＲの方法はまだはっきり我々と

しても十分いっていないというのは理解しておりますんで、またより効果的な方法、どう

すればせっかくこちらの小方に認定こども園が来て、なおかつどんぐりＨＯＵＳＥが来る

わけですから、より有機的に対応はできるというより、効果的なＰＲの方法を申し訳ない

ですが今からさらに深めていきたいというふうに思っておりますので、御理解いただけれ

ばというふうに思います。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 はい、ありがとうございます。 

  ネウボラで調べると、大竹市の大竹版ネウボラって出るんですね。大竹版ネウボラって

広島県版ネウボラとどれぐらい関係があるんだろうって見ると、取り組みに大竹市が載っ

ていないんですよね。取り組みをしてる自治体で。なので、取り組みはしてるよねという

ところがありますし、その広島県のホームページのほうも、ほかの市町がリンク切れにな

って見れないところがいっぱいあるんで、県のホームページのつくりも問題もあるんだろ
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うと思いますが、ぱっと見て大竹市がやっていないような感じがあるので、そこはもしア

ピールできるところであればお伝えいただけたらなと思いました。 

  また、分からないことは個別で聞かせてください。よろしくお願いします。 

  あと、もう１つ通告していましたふれあい戸別収集業務委託料のほうです。予算書117

ページです。まず、これはふれあい戸別収集、現在、申請件数がどのぐらいあるか教えて

ください。 

○寺岡委員長 リサイクルセンター長。 

○笹野環境整備課副参事兼リサイクルセンター長事務取扱 これは、現在の利用世帯数とい

うことでよろしいんでしょうか。令和４年２月28日現在で98世帯となっております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 はいどうぞ。 

○小田上委員 そのうち５つ要件がありますよね、ふれあい戸別収集をするための。５つの

要件でいろいろ手帳があること、何級以上とか書いてあるんですけど、その最後の５項目

め、その他特別な事情の方って何件ぐらいありますかね。 

○寺岡委員長 センター長。 

○笹野環境整備課副参事兼リサイクルセンター長事務取扱 すみません、現在の利用世帯数

98世帯の方はもう10年とか前から受けられている方もおられますので、どのような理由で

開始になったか全ては分からないんですが、今手元にある資料といたしましては、令和３

年度の利用決定世帯数21世帯なんですけども、全てこの特別な事情による開始となってお

ります。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 ありがとうございます。 

  全体で98世帯あって21世帯全部は特別な事情ということですよね。令和３年に認めた21

世帯は全部特別な事情ということだった。トータル今令和４年の時点では、98世帯ありま

すよと。ただ、その残りのところは、どの事情かっていうところは個別で把握できないと

ころもあるということですね。 

  ただ、令和３年度の21世帯を見ても、特別な事情っていうのが結構占めているのかなと

思います。これって全部訪問調査を行われているんですか。 

○寺岡委員長 センター長。 

○笹野環境整備課副参事兼リサイクルセンター長事務取扱 申請を受けまして、調査員が申

請者の御自宅を訪問して現況調査をさせていただいております。 

○寺岡委員長 はいどうぞ。 

○小田上委員 ありがとうございます。 

  申請して現況調査してということなんですが、申請するときには現況調査があります。

この今全体で98世帯の現況調査っていうのはされてますか。 

○寺岡委員長 センター長。 

○笹野環境整備課副参事兼リサイクルセンター長事務取扱 今のところ、申請時の調査以外



（４.３.14） 

－16－ 

はしたというのは私は知っておりません。制度的にも申請時の訪問調査表というのはある

んですけども、継続ケースの調査表とかは見たことがないです。申請時だけではないのか

と思われるんですが。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 ありがとうございます。 

  申請したときにその認められる状態であれば受け付けるということなんですが、以前申

請して戸別収集をやってもらっている世帯と、現在の基準というところが必ずしも一致し

ないんじゃないかなと思うんです。戸別収集をあそこはやってもらっているけど、うちは

申請したら駄目だったとかっていうことがあるとよくないのかなと思うんです。 

  なので、確認じゃないですけど、１回受けれるようになってしまえばもうずっとってい

うことなんだろうと思うんですが、これ基準をもうちょっと明確にするというか洗い直し

をして、シルバーさんにやってもらうのも予算の関係上、件数も大幅に増やすとかという

のはできないと思うので、そのあたりの整理とかっていうのは今後検討されたりとかはな

いですかね。 

○寺岡委員長 センター長。 

○笹野環境整備課副参事兼リサイクルセンター長事務取扱 実際にふれあい戸別収集でごみ

の収集に御自宅に伺っているのはシルバー人材センターの方ですので、シルバー人材セン

ターのほうと話をしまして、収集員の方が世帯の状況を見られて、変化があれば報告して

もらうようなことを考えていきたいと思います。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 ありがとうございます。 

  新たに申し込む人も周りでそういう情報を得たりとか、自治会の方から声、こういうの

あるよっていうのだったり使えばいいよっていうので申請することもあると思うんですね。

そのときに、あの人はオーケーでこの人は駄目だったとかっていうところがないほうがい

いかなと思いますし、現状に変化があって周りの人が手伝って出してくれるようになった

とか、そういう地域づくりができているんであればそれはもう御の字だと思うので、その

あたりの予算の余力をうまく割いていけるような仕組みをぜひよろしくお願いします。 

  以上です。 

○寺岡委員長 そのほか、通告が残っている委員さんもいらっしゃいますが。 

  はい、山崎委員。 

○山崎委員 先ほどは大変失礼いたしました。 

  端的に伺いますと、２月の下旬から３月の上旬にかけてどっと増えてきた。このことに

ついてどういうふうに総括していらっしゃるのか、これは大事なことだと思うんです。第

７波が来る場合に。 

  どこが一番感染源だったのか、一番どこで広がったのかと見れば分かるような気がする

んですが、そういったところについてどういうふうに考えていらっしゃるのかを伺わせて

ください。 

○寺岡委員長 どう把握しているかっていことでいいんですか。どう考えているか。 
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〔発言する者あり〕 

○寺岡委員長 どういうふうに受け止めて、どのようにお考えかというところをお聞かせく

ださい。 

部長。 

○豊原健康福祉部長兼福祉事務所長 すみません。感染の源といいますか、どっからどうき

たかとか先ほどお話もいただいたと思うんですけれども、この感染に関する情報につきま

しては、基本的に個人の情報も含めて廿日市市の保健所のほうで取り扱っております。 

  私らのほうは、こういった形の何名発生しましたと、大竹市では明日これだけの人数を

発表予定ですといった形で情報はいただいておるんですけども、基になる感染源であると

か、そういった形については、申し訳ないんですがちょっと私らのほうでなかなか特定す

ることは難しいと考えております。 

  ただ、実際に年齢階層についてはお知らせいただいておりますので、それで例えば保育

所でありますとか学校でありますとかそういった分に、より注意喚起を促すとかそういっ

た形でやらざるを得ないというのが実態ではないかというふうに思っていますので、なか

なか私らのほうで感染の状況について全て把握しているというのは、現実的に難しいとい

うことで御理解いただければというふうに思います。 

  ただ、それが発生したことによっての対応については、各所庁内を含めて対応をお願い

しているというのが実態でございます。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 資料を見ますと、コロナウイルス感染症第６波ということで、学校とか保育所

とかの資料をいただいております。これなんかを見ると、端的に２月の下旬から３月の上

旬にかけて、クラスの閉鎖とか保育園の閉鎖とかいうようなことで非常に件数が増えてお

るということから見ると、やっぱりこの辺のところをきちっと管理をしないとこの感染は

防げないのかなということは私としてはちょっと提言したかったということでありますの

で、第７波が来るとすれば、やっぱりこういったことに気をつけていただきたいというこ

とをお願いしておきます。 

  それで、先ほど触れました後遺症の問題です。これは大変なことになるんじゃないかな

と思うのが、実は倦怠感や息切れ・息苦しさ・味覚障害・臭覚障害・抜け毛などの症状が

あるということですが、これが保険診療でということになっているみたいで、要するに、

後遺症ではあってもこれはコロナの原因ということですから、第２類ですか。そういうよ

うなことからすると、後遺症であれば当然に私は保険じゃなくて公費で治療すべきだと思

うんですが、これが保険治療になっておるということを伺いました。 

  それで、ここについてもし個人負担が生じるということであれば、感染症との関係から

いうとちょっとおかしいような気がするんですが、ここについてのお考えはどうでしょう

か。お伺いします。 

○寺岡委員長 市として答えれることがあればお願いします。 

  保健医療課長。 



（４.３.14） 

－18－ 

○松重保健医療課長 公費で認められて、今のところ新型コロナ感染症の陽性者ということ

で診断がつきましたら、この方についての治療費については公費で見ております。ただ、

後遺症といいますと、接種による後遺症と認定されなければそこの部分は公費として認め

られませんので、予防接種法による救済措置、こちらで認定された場合には公費で診療、

あるいは後遺症による費用等は公費で賄われるということになろうかと思います。 

  なかなか後遺症がその予防接種による後遺症である認定というのが国のほうが行ってお

りますので、そこの認定がなされないとなかなか難しいものと考えております。ですので、

保険診療となりますと通常３割負担ということになろうかと思います。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 私が申し上げたのは予防接種による後遺症じゃなくて、コロナに感染したこと

によって現れた後遺症についてはコロナは指定感染症ですから、当然それによって起こっ

た後遺症であれば公費で負担すべきではないかということを言っとるわけです。 

  予防接種による後遺症というもちろんその意味もあってもいいんですけども、私はかか

ることによって重傷者ほどひどいという後遺症、これについて、保険診療じゃなくて公費

で負担するべきではないでしょうかと。そのことについてどうでしょうか、意見を聞きた

いということで聞いとるんでして、もし私が聞いた範囲では、保険診療で自己負担がある

んだということを聞いていますんで、もしそうであれば、国に対してやっぱりそういうこ

とはおかしいじゃないかということを申し入れてもらいたいというのが私の気持ちでござ

いますから、そこのところについてお伺いします。 

○寺岡委員長 課長。 

○松重保健医療課長 すみません。予防接種と感染の後遺症を混同しておりまして、申し訳

ございません。 

  コロナにかかった後の後遺症については、今のところ公費でというところは聞いており

ません。実際にコロナにかかった後の後遺症の判定というのはなかなかこれは難しく、診

療されている先生も苦慮されていると思います。その判断といいますか認定が難しいもの

と考えておりますので、現状、保険診療でしか実施されていないものと考えております。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 そのとおりなんで、ぜひこれはやっぱり公費で負担して治療させていただける

ようにしてもらいたいというのが私の思いでございますので、ぜひそういったことの働き

かけをしていただけたらと思います。 

  それから、自宅療養者の個人情報を共有していないという問題があります。県のほうに

は、各自治体からそれぞれに情報提供してほしいという申し入れがあるところもあるとい

うことのようですが、大竹市としては情報共有していないということで、要するに自宅療

養者がどこにいらっしゃるか分からない状況じゃないかと思うんです。やっぱりそこをき

ちっと把握できておれば支援ができると思うんですが、どこにいらっしゃるか分からない

と支援もできんじゃないですか。 

  そういった意味でもきちっと情報を把握しながら支援できるようにしてもらわないと、
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第７波がきたらまた大変なことになるような気がしますんで、そのことについてぜひ県の

ほうに情報提供してくれということの中で、自宅療養の方にはしっかり行政として支援し

ていくという方向をしていただきたいということについて、これは私の希望ですけども、

担当課としてはどういうふうに考えられますか。そこのところをお伺いしてください。 

○寺岡委員長 県に言えるかどうかということですが、どうですか。   課長。 

○松重保健医療課長 すみません、ちょっと答えになるかなんですけれども、自宅療養者に

ついての支援というのは、実際に個人情報も加味しての支援になってまいります。 

  現状、今、県のほうがその個人情報を持っております。実際に保健師のほうも保健所派

遣ということであちらで調査等を行っておりましたけれども、その場合も県の職員として

の委嘱を受けまして勤務するという形を取っておりますので、やはり個人情報自体をなか

なか市に降ろしてするとなりますと、ある程度情報のやり取りを厳密に決めて行わないと

いけないと思っておりますし、実際に待機者に対する支援について県のほうが行う状況に

なっておりますので、今後、市のほうが行えるのかどうかっていうところは保健所のほう

とも検討しながら調整はしていきたいと思うんですが、現状は県のほうが行うものとなっ

ているものと認識しております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 それで、厚生労働省が昨年の９月に、生活支援のための情報共有は緊急の必要

がある場合に当たり、都道府県の個人情報を条例の例外になるという通知を出しておりま

す。要するに、厚生労働省はこの情報共有は緊急支援の必要があるんだということで個人

情報から外せという通知を出していまして、広島県のほうも一部の市町から要望があり提

供する方向で検討しておるということでありますから、各自治体が要望すれば情報はくれ

るんだろうと。厚生労働省がそう言っとるわけですし県も出しますよと言っとるわけです

から、大竹市が要らんといえば別として、そうでなくて情報をくれと言われれば当然出て

くるんだと思いますので、そういったことでのぜひ生活支援をお願いしたい。 

  それで、もう１つコロナについて小学校休業等対応助成金というのがあります。この助

成金はコロナの感染の状況を資料で要求しましたが、保育園とか小学校とかが非常にクラ

ス閉鎖あるいは学級閉鎖で休業が多くなっております。そのことによって、いわゆる子育

て世代の保護者が仕事を休まないといけない。仕事を休んで子供を見にゃならんけれども、

そういったときの補償が出ないんだということで、これは国会でも問題になりましたが、

こういった制度についてどういう制度なのかということをもう一度確認したいと思うんで

すが、よろしくお願いします。 

○寺岡委員長 産業振興課長。 

○前田産業振興課長併任農業委員会事務局長 失礼します。 

  厚生労働省が実施している小学校休業等対応助成金のことだと思いますので、現行の制

度について簡単に概要を説明させていただきます。 

  この制度は、令和３年８月１日から令和４年３月31日までの間に、新型コロナウイルス
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感染症に感染した子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対して、労

働基準法上の有給休暇を除く有給休暇を取得させた事業者に助成金を支援するための制度

になっております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。 

  それで、この制度は企業が申請をしないと対象の人にいかないという制度になっておる

わけですよ。そういった関係でなかなか企業が申請してくれない、こういった大きな問題

があります。やっぱりこういったことを企業に対して指導していく必要があるのではない

かと思うんですが、このことについてはぜひ検討していただいて、企業に対してあるいは

特に最近、非正規職員の保護者が多くあります。なかなか本人はいろんな事業や仕事を掛

け持ったりして忙しいって手が回らんという部分もありますんで、しっかりと雇用した側

がそういった対応をしてあげるということで、そういったコロナによる被害者を一人でも

少なくしたいという立場に立って、ぜひお願いをしたいということをお願いします。 

  以上で、２回目を終わります。 

○寺岡委員長 その他、２回目の質疑ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○寺岡委員長 以上で、２回目の質疑を終結します。 

  ３回目の質疑に入ります。 

  質疑はありますか。 

  はい、山崎委員。 

○山崎委員 すみません、通告をしておりますので99ページ、先ほど小中議員が質疑されま

した診療所の関係で、超音波診断装置とかＸ線画像診断装置一式となっていますが、こう

いったものが今まであったんだと思うんですが、なしにお医者さんが診察できるような状

況じゃないと思います。なぜ、老朽化で買い換えるんだということかも分かりませんが、

そこのところをちょっと教えてください。 

○寺岡委員長 保健医療課長。 

○松重保健医療課長 こちらの２つでございますけれども、平成20年に林先生が来られた当

初に阿多田診療所に対して導入いたしましたが、もう10年以上経過しておりますので、今

回新たに更新するということでございます。 

  以上です。 

○寺岡委員長 はいどうぞ。 

○山崎委員 分かりました、ありがとうございます。 

  それで不妊治療費助成事業、先ほど同僚議員からも質問がありました。これについての

保険適用の対象となっておるのは、不妊の原因に対する治療や検査に限られる。今までは

そういう状況だったんでありますが、今度の治療は自己負担が高額になるケースが多かっ

たもので、不妊治療を受ける人が待ち望んでいた体外受精や顕微授精が対象となるという

ことのようでございます。 
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  そういった中でこの制度、なかなか受けるといっても仕事がいろいろ制約があったりし

て、職場で環境が非常に恵まれないとできないという部分があります。そういった意味で、

不妊治療というのは長期にわたる治療でありますし、企業の理解がないとなかなか進みに

くい、この不妊治療をするために転職をしたり、仕事をやめたりという女性がかなりいら

っしゃる。あるいは男性の場合でもかなりいらっしゃるということのようでありまして、

ぜひこういったことの改正のためにも、やっぱり企業に対しても働きやすい環境、そうい

ったものを取得できやすい環境というのをつくってもらう必要があると思いますんで、そ

ういったことについてやっぱり皆さんの職場でもそうだと思うんですが、見やすくといい

ましょうか、理解していただけるような環境づくりということを、しっかりこれは民間企

業については難しい部分もあろうかと思いますが、指導をしていただけるようにお願いを

したいということが思いでございますので、これ１点ちょっとお願いしておきます。 

  それから、がん治療の不妊治療、助成金が今度出るようになるということのようですが、

がんなどの治療前に卵子や精子・受精卵などを凍結しておく、そして、がん治療を受ける

という制度があるんだということなんですが、妊孕性温存療法ということのようですが、

この制度について理解していらっしゃれば教えてください。 

○寺岡委員長 保健医療課長。 

○松重保健医療課長 最近ニュースでその話題はお聞きしましたけれども、実際に詳細につ

いてはちょっと不勉強でごめんなさい。申し訳ないですけれども、まだ理解はしておりま

せん。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。ぜひこの部分も非常に少子化対策に効果があるんだろ

うと思います。特にがん患者でありながらお子さんを産み育てていくということの大変な

苦労がかかると思いますので、ぜひ安心して治療が受けられるような環境をお願いするた

めにも、ぜひ御理解と支援をしっかりとお願いしたいということをお願いします。 

  その他通告をしておりますが、１点だけ伺わせてください。 

  清掃総務費が給料が前年対比396万5,000円、職員手当が132万5,000円、共済費が122万

9,000円増加していますが、この増加額は何が原因なのかということだけ教えてください。 

  以上です。 

○寺岡委員長 総務課長。 

○柿本総務課長併任選挙管理委員会事務局長 それでは、人件費に関する御質問にお答えを

いたします。 

  まず、人件費の予算の組み方について説明をさせていただきます。 

  基本的に１月１日現在の人員配置を基準としまして、次年度当初予算を組みます。４月

１日の人事異動を経て、通常11月もしくは12月に給与改定であるとか４月１日以降の人事

異動等の変動要因を加味をいたしまして、補正予算で調整するという流れとなっておりま

す。 

  令和４年度当初予算につきましては、令和４年１月１日現在の人員配置によって計上し
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ております。したがいまして、清掃総務費に計上している５名ということで組んでおると

いうところです。前年度、令和３年度の当初予算編成では、令和３年１月１日現在では４

名ということでしたので、４名で令和３年度清掃総務費の人件費を組んでおると。したが

いまして、前年度比１名増ということになっておるということでございます。 

  以上です。 

○山崎委員 結構です。 

○寺岡委員長 ３回目の質疑、他に質疑はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○寺岡委員長 他に質疑がないようでございます。 

  では、３回目の質疑を終結いたします。 

  以上で、第４款、衛生費の質疑を終結いたします。   続いて、第３款、民生費の質疑を行います。 

  １回目の質疑に入ります。 

  こちらも通告をいただいております。通告のある委員の方からお願いします。 

  小田上委員。 

○小田上委員 よろしくお願いします。 

  まず、72ページの行旅困窮者等一時保護費です。これ４万3,000円なんで、これは大体

平均で多分400円出ているのかなというところで、107人前後ぐらいかなと思うんですけど、

この人数と対応の内容を教えてください。 

○寺岡委員長 保護係長。 

○藤本福祉課課長補佐兼保護係長 ただいまの小田上委員からの質問ですけれども、行旅人、

こちらの一時保護費の年間の件数、平成29年度以降の数字とさせていただきますが、まず、

どういった事業をしているのかということになります。 

  まず、大竹市から隣の市町への福祉事務所へ行くための切符の代金、もしくはそれに加

えて、食事代金というもので支給のほうをさせていただいている事業になります。こちら

は、平成29年度が切符のほうが全部で44件、食事代が７件、平成30年度が切符52件、食事

代２件、令和元年度が切符30件、食事代４件、令和２年度が切符47件、食事代４件、令和

３年度は２月末までの数字になるんですけれども、現在で切符が37件、食事代のほうが８

件となっております。 

  ただし、令和３年度なんですけれども、９月末をもってＪＲのほうが切符の回数券を廃

止された関係で、今までは回数券のほうを買ってその回数券のほうでお渡しをしていたん

ですけれども、近隣市町への実費ということで、10月以降は現金でのお渡しという方向に

変えております。 

  以上になります。 

○寺岡委員長 はいどうぞ。 

○小田上委員 ありがとうございます。 

  回数券で多分ちょっと安かったのかなと思うんですけど、玖波駅からですよね、基本。

玖波駅から宮内串戸駅までが多分260円とか240円とかなので、そこプラス食事代も200円
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もらえるということなんですけど、これは隣の市町の福祉事務所までという決まりなのか、

ほかの市町だと500円って決めているところが結構あるんですけど、そのあたり、近隣市

町との対応の差とかっていうところを教えてください。 

○寺岡委員長 係長。 

○藤本福祉課課長補佐兼保護係長 近隣市町への状況ということなんですけども、こちらの

行旅人の一時保護のほうは、根拠とする法ではなく条例のほうで定めておりますので、各

市町それぞれ対応のほうは異なってきておるのが現状でございます。 

  大竹市におきましては隣、西側でいきますと岩国市のほうに福祉事務所がありますので、

次の岩国市よりもまだ西のほうへ行かれる場合は、また岩国市のほうでお願いします。東

のほうへ行かれるということであれば、廿日市市のほうでその先のほうはお願いをしてく

ださいということで、岩国市と廿日市市ということで定めさせていただいております。 

  以上になります。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 令和２年度にしましょうか、令和２年度で累計で約50件ぐらいですよね。約

50件で400円出たとして２万円ですよね。これは結構倍ぐらい取っているのかなと。この

数字だけ見ると、平日って大体250日ぐらいなんで、100人ぐらい来て二日に一回ぐらいこ

ういう方が来られてるんかなと思ってびっくりしたんで聞いたんですけど、そういうわけ

でもないのかなと思います。 

  この数って、ほかの市町と比べて多いですか、少ないですか。 

○寺岡委員長 係長。 

○藤本福祉課課長補佐兼保護係長 申し訳ございません。件数に関しまして、ほかの市町と

比較している状況や数字がありませんので、申し訳ないですがそちらのほうは分かりかね

ます。 

  あと、今まで回数券のほうで支給をしていた部分から現金への切り替えということで、

回数券のほうが１回10枚単位で購入ということになって返金が効かないものですので、常

に備えておかなければいけないものではありますから、期限が切れたものに関しては廃棄

して、また新しく買い直すという状況でした。 

  ただ、令和３年度以降は現金での支給ということになりますので、必要最低限の現金化

ということをしておけば事が足りるということにはなりますので、従来よりは支出のほう

は抑えられるのではないかと思っております。 

  それと、平日が200何日ということで委員がおっしゃられましたけれども、大竹市にお

きましては、土日とか休日も宿日直のほうでこちらの手続のほうを代行していただいてお

りますので、夜間とか休日とかであっても対応のほうが可能になっております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 はい、ありがとうございます。 

  これ使ってくださいっていうアピールするべきなのかどうなのか分からない条例なので、

ただ、主体をしっかりされていて本当にありがたいことだと思います。 
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  次73ページ、生活困窮者自立支援事業なんですけど、これトータルの相談件数が分かれ

ば教えてください。 

○寺岡委員長 保護係長。 

○藤本福祉課課長補佐兼保護係長 今、生活困窮者自立支援事業、こちらのほうが令和３年

度分に関しましては３月31日までが事業の期間となっておりますので、ちょっと中途でま

だ報告のほうも出ておりませんので、令和２年度までの数字になります。ちょっと申し訳

ございません。令和２年３月以降、新型コロナウイルス感染症の影響が見られだしたのが

ということですので、令和元年度、令和２年度との比較ということでさせていただこうと

思います。 

  新規相談件数なんですけども、令和元年度が64件、令和２年度のほうが128件、ちょう

ど倍になっております。ただ、実際のプランというかこちらの自立支援事業というのが、

プランを作成させていただいて、そのプランにのっとって支援をしていくという事業にな

りますので、その相談をさせていただいた方の中でプラン作成というのをしているんです

けども、そちらが令和元年度は４件、令和２年度が８件、こちらも倍増しております。 

  相談内容になりますけれども、こちらのほうが収入生活費というものに関する相談って

いうのがやっぱり断トツで多くて、令和元年度は33件だったんですけども、令和２年度に

111件、こちらのほうがかなり増えてきております。ほかにも、家賃やローンの支払い

等々の債務整理だったりとか、そういったことに関する相談のほうも全体的に増えてきて

いる状況です。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 はい、ありがとうございます。コロナを受けての変化というところ、分かり

ました。 

  件数が増えているのは分かるんですけど、さっき聞いた行旅困窮者ってこの中に数字入

っていますか。 

○寺岡委員長 係長。 

○藤本福祉課課長補佐兼保護係長 この行旅人のほうは全く別の制度になりまして、生活困

窮者自立支援事業の相談という事業のほうが、大竹市の社会福祉協議会のほうに事業委託

をしております。相談のほうは一旦そちらで受けていただきます。それから生活保護のほ

うにつながったりというケースはあるんですけども、基本的にはその事業の中で相談を受

けていただいてプランを作成していただき、その結果について報告をしていただくという

ことになっておりますので、行旅人の関係、こちらは市の係のほうが窓口になっておりま

す。全く別の事業になりますので、こちらは御理解ください。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 ありがとうございます。 

  じゃあプランが少ないなという気がするんですけど、じゃあっていうのが、本当にこの

困窮者自立支援事業の中だけでこれだけ受けてこのプランなのが少ないなと思うんですけ
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ど、プランを立てれる件数ってそんなにないんじゃないかなと思うんですけど、この困窮

者っていうのが、生活保護の人も正直困窮じゃないかなとふと思ったりするんです。生活

保護の人がここに相談に行ってたりとか、生活保護になりそうだなと思うと多分つながれ

るんだとは思うんですけど、このプラン件数との新規だったり延べ件数だとすごい件数に

なるんだろうと思いますけど、プラン件数と新規の件数の差っていうところはどういう分

析をされていますか。 

○寺岡委員長 保護係長。 

○藤本福祉課課長補佐兼保護係長 大変難しいことになるんですけれども、個人的には、委

託先の寄り添いサポートセンターの相談員さんたちとの支援調整会議というのをこの事業

の中でやっております。その中でいろいろと情報交換等をさせていただいたり、プランの

進行状況だったりというのを報告を受けさせていただくんですけれども、その中で、実際

には相談の件数、受けた件数に細かく内容がメモしたものがついておりまして、そちらの

ほうもざっとは目を通させていただいております。 

  ただ、その状況の中で、今収入が減ったので苦しいんですけどっていう相談をする。た

だ、いろいろプランになるまでに至らないというのが、まだ収入がありますよとか預貯金

ありますよとかそういったケースで、まだまだ困っている、本当に困っているケースの方

への支援ということになりますので、ちょっとそこに見合った支援というかプランという

か、何かそこまでに至る人がいないのかな、相談の中にはという印象を受けております。 

  もともとは生活困窮者自立支援事業というのが、生活保護へ至るまでの方を救済しよう

というセーフティーネットということで設立された制度ですので、まず、幅広く困ってい

るという話を聞く、そういう面では十分機能はしているのかなとは思っております。その

困っている話や内容によっては、市のほうだったり社会福祉協議会のほうだったり、そち

らのほうでそれぞれの守備範囲といいますかやるべきところ、こちらではちょっとできな

いけれども社会福祉協議会できますかとか、そういった調整をしながら色々漏れなく困窮

者の方々の相談に乗ってあげて、救いの手というか、そういったところを差し伸べていく

ような事業にしていかなければいけないなとは個人的には思っております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 ありがとうございます。 

  困窮者から見ると、次の地域福祉担い手育成事業のほうにもつながるんですけど、次の

74ページの地域福祉担い手育成事業にいきます。 

  この重層的支援体制以降、この事業って、本当はこの令和４年度から実施っていうふう

に聞いていた記憶があるんですけど、これが延長になった理由を教えてください。 

○寺岡委員長 地域介護課長。 

○山田地域介護課長 この地域福祉担い手育成事業の財源として使っておりました地域共生

社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業という補助金がございますけれども、こちら

のほうが令和元年度から活用しておりまして、一応最長３年ということで令和３年度まで

ということで、恐らく令和４年度から本格実施に入るというような多分御理解をされてい
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るんだろうというふうに思います。 

  先の一般質問でもございましたが、法改正がありまして令和３年度から改めて重層的支

援体制整備事業というのが始まりまして、これがまた令和３年を起点に最長３年までとい

うことになりましたので、本市の場合で言えば最長で令和５年度まで準備移行期間という

形での事業ができるというところで、期間的に若干のずれが生じたということでございま

す。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 すみません。補助金のメニューがなくなるかなというところで、新しくメニ

ューができたという中でしっかり整備していきましょうということなんですけど、困窮者

のほうもそうなんですけど、何か困窮のほうも入るのかな、困窮だけじゃないですけど、

包括も含めていろんなものが入ってくるんだろうなと思います。さっきのネウボラも含め

てなんですけど、何か仕事の内容って変わりますか、これ入ったら。 

○寺岡委員長 地域介護課長。 

○山田地域介護課長 市の職員の直接的な業務という部分で抜本的に変わるということはご

ざいません。体制をつくっていくと、より今まで以上に連携できる仕組みをつくっていく

というところですので、仕事そのものが変わるということはありませんが、令和４年度か

らある程度事務局機能をおいて、連携の形というのをつくっていくような形にはなります

ので、今まで以上に連携のところの意識といいますか、そういった部分では若干立ち回り

というのは変わってくるかなというふうに思いますが、業務そのものが変わるということ

ではありません。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 何か業務そのものが変わらないとなると、何か重層的に横断的にやるという

のが本当にできるのかなという気になるんですね。ただ、連携を強めていくっていう答弁

がありましたんでそれをお願いしたいんですけど、まちづくり基本計画の188ページに地

域福祉担い手育成事業が載っているんですけど、この中核機関の構成団体数っていうとこ

ろの目標値が令和４年度が10団体なんですね。以前、この重層的の質問をさせていただい

たときに、市役所・知仁会・社会福祉協議会という３団体の名前は伺ったんですけども、

どのあたりを10団体見越しているのかなというところ、あと、この中核の機関となるのが

この３団体が主立ってやるのか、どこがイニシアチブを取って動くのかというのが分から

ないんで、教えてください。 

○寺岡委員長 課長。 

○山田地域介護課長 すみません、まず、１つ前の連携のところをもう少し補足させていた

だきたいと思います。 

  新年度から庁内の体制は変わりませんけれども、健康福祉部の３課９係それぞれに推進

員を置くということにして、その統括を地域介護課の福祉総務係でやるというところにな

ってまいりますので、そこについては今までは各担当者が任意で連携していた部分という

ところが少し体系的になっていくというところの前進は見れるかというふうに思っており
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ます。 

  それから、中核機関の事務局の関係ですけれども、事務局は先ほどおっしゃられた３者

の共同体ということでやろうというふうに思っております。中核機関そのものとしては、

まず、医療、福祉、いろんなところの関係団体とか場合によっては地域というところを巻

き込んでいきながら少しずつ数を増やしていくというふうに思っておりますので、令和３

年度においては、この事務局を構成する３者で協定をまず締結をするということで３つと

いう目標を掲げております。 

  それ以降、具体的にどこが先になるかというのはまだ今からの調整になりますけれども、

おおむね年間10機関程度ずつ増やしていけたらというところでの目標設定という形にさせ

ていただいております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 どうぞ。 

○小田上委員 ありがとうございます。 

  その重層的支援体制をつくるにあたって、基本型事業拠点・総合型事業拠点・地域型事

業拠点みたいなの３つ例が国のほうで挙がっていたんですけど、お話を聞く限り、この地

域型なのかな、地域型か基本型かどっちなのかなとも、どこかが完全な窓口ですよとかっ

ていうわけじゃなくて、ちゃんと栄町・小方・玖波で包括的にどこに行ってもいいよとい

う形になるのか、その事務局の体制、イニシアチブを取られるのは前回の一般質問とかで

分かりましたし、横のつながりをつなげていただきたいんですけど、その３機関の窓口は

どこにいっても絶対大丈夫っていうことに仕組みづくりされるのかどうかですね。 

○寺岡委員長 はい、どうぞ。 

○山田地域介護課長 ３機関はもちろん、どこに行かれても連携をしてつないでいくという

ことになりますし、この事務局以外の中核機関を構成して今後参画していただく、今、目

標に掲げている10、20、30と増えているところのどこで相談を受けられても、もしも御自

分の事業所の活動以外の御相談であっても、事務局につなぐことで適切な支援につなげる

という仕組みにしておりますので、３者はもちろんですけれども、それ以外の構成者全て

のところで相談を受けるなり見つけるなりという取り組みになっていくというふうに思い

ます。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 はい、ありがとうございました。 

  困窮者もそうですし、困窮者は先ほど伺ったネウボラも全部重層的に入ってくるんじゃ

ないかなとすごい思っていて、なので、先ほどネウボラを伺ったときもやっぱりここだと

いうものがありつつ、どこでも行けるというものが欲しいなと思います。その体制をつく

れる期間って伸びたのでまだ余裕があるというところなのかもしれないですけど、法改正

はどんどんされていきますし、法改正がされるごとにつながりをつながりをって言われる

ので、もっと横のつながりを他部署と他の課の情報の共有・連携をしっかりやっていただ

けるような仕組みづくり、特に重層的の担い手の事業中でやっていただきたいと思います。 

  以上です。 
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○寺岡委員長 議事の途中ですが、室内の換気のため10分程度休憩いたします。 

  再開は午後３時といたします。 

14時50分 休憩 

14時59分 再開 

○寺岡委員長 では、会議を再開します。 

  民生費の１回目の質疑からです。まだ御発言されていない通告された委員の方からの質

疑を受けたいと思います。いかがでしょうか。 

  小中委員。 

○小中委員 重複となるかも分かりませんけど、よろしくお願いします。 

  まず、73ページの社会福祉総務費の扶助費に計上されている新型コロナウイルス感染症

生活困窮者自立支援金が42万円計上されているんですけども、この算定根拠は何なんでし

ょうか。これで十分と考えておられるのでしょうか。 

  次に、74ページの地域福祉担い手育成事業で重層的支援体制移行業務委託料が前年度比

500万円増額されていますが、この重層的支援体制移行業務委託料とはどのようなものな

んでしょうか。 

  続きまして、93ページ子育て支援センター費が636万円の減額となっているのは、にじ

いろこども園への集約効果と理解していいのでしょうか。 

  96ページの扶助費で、生活保護の決定及び実施事務で2,000万円程度増額となっていま

すが、これは新型コロナの影響で何件程度増えているのでしょうか。分かれば教えてくだ

さい。 

  以上です。 

○寺岡委員長 はい。４つ、５つありましたが、いかがですか。 

  福祉課長。 

○神代福祉課長 私のほうからは、子育て支援センターの減額と生活保護の扶助費の増額に

ついてお答えしたいと思います。 

  子育て支援センター費に関しましては、令和３年度は新施設にじいろこども園で使う遊

具や机の備品購入費を717万5,000円組んでおりますので、その分がなくなったための減額

でございます。ですので、運営費自体はそれほど変わっていないということになります。 

  続きまして、保護費の扶助費の2,000万円程度増えているということですけども、扶助

費の増加分は大部分が医療費扶助の増加ということになっております。医療費扶助は、そ

の年にがんや脳梗塞など医療費が高額となる治療が必要な人数で変動するところがありま

すので、必ずしも保護世帯数の増減に比例するものではありません。保護受給者も年々高

齢化し医療費扶助も増加しているため、来年度予算を増額計上したものでございます。 

  なお、新型コロナウイルスの影響と思われる相談で申請に至った件数ですけども、令和

２年度は申請に至ったものが５件、令和３年度は１件が保護の受給を受けることになった

というふうに判断しております。 

  ただ、受給者はほぼ横ばい状態ですので、５年前は157世帯178人、今年度は３月１日現

在で157世帯176人ということですので、コロナの影響は本市においてはあまり見られない



（４.３.14） 

－29－ 

というふうに判断しております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 保護係長。 

○藤本福祉課課長補佐兼保護係長 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の42万

円の算定根拠をということで御質問いただきました。こちらのほうが単身世帯、お一人の

世帯の場合は月額６万円、二人世帯で月額８万円、３名以上の世帯で10万円、こちらが月

額で最大３カ月間支給のほうをされる制度になっております。大竹市におきまして、来年

度予算で42万円計上させていただきましたのが、単身世帯のほうは一世帯、二人世帯のほ

うも一世帯、一人世帯のほうで18万円、二人世帯のほうで24万円、合わせまして42万円と

いうことになっております。 

  こちらが小中委員も感じておられるように、額として非常に少ないというふうに思われ

るんですけれども、昨年の７月以降こちらの制度が始まりまして、申請対象の方は社会福

祉協議会のほうからの緊急小口資金と総合支援資金、そういった貸付金のほうを借りられ

てこれ以上借りることができなくなった方、そういった方を対象にした支援金の制度にな

るんですけれども、そちらの対象者のほう、県の社会福祉協議会のほうから情報提供をい

ただきまして、この前の２月末現在までで66世帯の対象がございました。その方々に、皆

さんこういう制度がありますので必要とされる方は申請をしてくださいということで通知

を皆さんに送りましたけども、現在まで８世帯のほうが申請をして、この支援金のほうを

受給していただいております。 

  ということで、これがちょっと条件的に収入要件・資産要件とか休職、仕事のほうを探

して見つけていただいてということの条件等々ありまして、なかなかちょっと厳しい部分

もありますので、なかなか申請のほうが伸びていないのかなということがございます。そ

ういうことで、来年度この事業のほうが３月末までだったんですけども、６月末までちょ

っと延長になったこともありますので、今後またちょっと状況が変わってくる可能性もあ

ります。そういった場合は、補正予算等で対応のほうをさせていただきたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○寺岡委員長 地域介護課長。 

○山田地域介護課長 では、重層的支援体制移行業務委託料の500万円の増額についてです。 

  こちらにつきましては、当初予算費では500万円の増額でございますけれども、令和３

年度９月定例会において500万円の増額補正をさせていただいておりますので、実質的に

は前年同額ということでございます。 

  業務の内容としましては、事務局の体制整備に向けて３者で業務を担っていくというこ

とになりますので、そのための体制整備であるとか実際の業務を担っていただく部分の費

用ということで、大竹市社会福祉協議会とそれから知仁会のほうにお支払いをする合計額

ということでございます。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小中委員。 
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○小中委員 重層的支援体制移行業務委託料と子育て支援センター費と扶助費については、

回答されたので分かりました。 

  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金ですけども、補正予算での対応も可能

という答弁がありましたけれども、要するに、申請者が増えたらフレキシブルに対応でき

るようにしていただければと心からお願いいたして質問を終わります。 

○寺岡委員長 他に質疑はいかがですか。 

  和田委員。 

  マイクを通してくださいね。 

○和田委員 90ページの保育所費の中で閉所施設管理事務のところありますが、この閉所と

は、なかはま保育所か、今の立戸保育所のことなんですかね。ちょっとその１点。 

○寺岡委員長 福祉課長。 

○神代福祉課長 委員お認めのとおり、閉所施設管理事務というのは、なかはま保育所と立

戸保育所の跡地についての予算でございます。 

○寺岡委員長 和田委員。 

○和田委員 ほいで、その後の保育所の活用というのは考えておるんですかね。どういう活

用をするとか。まだ考え、決めてない。 

○寺岡委員長 福祉課長。 

○神代福祉課長 土地のほうは、売却のほうを目指して進む方向です。令和４年度に境界や

地積を確定のため測量業務を行い、建物付での土地売却を目指します。それで難しい場合

は建物を解体する必要がありますので、令和５年度以降に売却をする予定となっておりま

す。 

  以上です。 

○寺岡委員長 和田委員、もうよろしいですか。 

  では、まだ１回目の質疑なんですが、いかがでしょうか。 

  山崎委員。 

○山崎委員 72ページ、民生委員・児童委員活動支援事業についてお伺いします。 

  現在、委嘱されておる民生委員、児童委員は幾らぐらいいらっしゃる、何名いらっしゃ

るのかということと、今後とも安定的にその委嘱をし続けていこうとした場合に、大竹市

としてはどのような対策が必要なのかということ、この２点をちょっとお伺いします。 

○寺岡委員長 地域介護課長。 

○山田地域介護課長 現在、民生委員ですけれども、定員68名に対しまして64名ということ

で、４名の欠員ということになっております。 

  ちょうど令和４年度一斉改正の年にあたりますけれども、引き続き現在の委員の皆様方

に御協力をお願いしたいというふうには思っておりますけれども、現実に本人さん自体が

だんだんと高齢化をしてきたというようなところもございますので、そのあたりは本人さ

んに無理がいかないというのは大原則ではあるんですが、これまでも地域の中で御活躍さ

れてきていますので、そういったところを生かして地域のためにというところで、まずは

御理解を求めるというところだろうというふうに思います。 
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  それから我々にできることとすれば、いろんなところに民生委員は相談に行かれたりい

ろんな対応をされていきますので、そういったところのお困りごとといいますかお悩みが

あったときに、行政としてもしっかりそれを支えていくというところでしかなかなか御理

解いただくのは難しいのかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 民生委員は、大変事業としては難しい立場の方もいらっしゃろうかと思うんで

ありますが、特に最近は高齢者問題や障害者問題、生活困難や児童虐待、コミュニティの

不足などたくさんの問題が出ておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

  それで今年の２月25日に、大竹市民生委員協議会と児童部会の研修会が一般財団法人児

童虐待防止機構の島田妙子先生をお招きして講演会を開かれたということでありまして、

参加者から非常に感動的な話だったというようなお話を伺いました。ちょっと報告をいた

だけたらと思うんでありますが、よろしくお願いします。 

○寺岡委員長 課長、どうぞ。 

○山田地域介護課長 その研修会に私も参加をさせていただきました。 

  ちょっとここで申し上げていいかどうか分かりませんが、島田先生御自身が虐待を受け

られたという中で大きくなられて、その経験を基にどういうふうに明るく生きていかなき

ゃいけないんだとかそのときの御自分のお気持ちであるとか、だけど今はそれをそういう

子を新しく生まないということで、自分がいろんな小学校であるとか、いわゆるそういう

民生委員であるとかそんないろんなところに行ってそのときのお話を今されて、そういっ

た虐待防止につなげていきたいというところでお話を聞かせていただきまして、大変参考

になる話であったというふうに思っております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。私が伺ったのは、非常に感動されたという話でござい

ました。こういった講演会等が頻繁にと言いましても講師料がかかるわけですから、そう

簡単にはいきませんかも分かりませんが、民生委員、児童委員にしては非常に活力になる

ということのようでございますので、今後とも続けていただきたいと思います。 

  それで、75ページ障害者福祉費で障害者雇用についてお伺いをいたします。一定の割合

で障害者を雇用するという義務づけがされておるわけでございまして、日本商工会議所が

昨年10月11日に発表しましたところでは、法定雇用率を0.1ポイント引き上げて民間企業

は2.3％としたと。障害者雇用は進んでいないということのようであります。残念なこと

に、障害者雇用が達成されていない場合には会社名を公表するというのがありまして、広

島県では１社このたび公表されたということでございまして、非常に残念なことでありま

す。 

  それで本市の法定雇用率、これが幾らになっておるのかということをお伺いしますので、

よろしくお願いします。 

  ごめんなさい、市役所のね。 
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○寺岡委員長 総務課長。 

○柿本総務課長併任選挙管理委員会事務局長 それでは、大竹市役所の障害者雇用について

お答えをいたします。 

  令和３年度の公務部門における法定障害者雇用ですが、2.6％ということです。この障

害者の雇用率につきましては、毎年６月１日現在で広島労働局に報告をし、労働局のホー

ムページにおいて県内自治体の状況が公表されております。 

  大竹市役所の令和３年６月１日現在における法定雇用率は2.81％ということで、法定雇

用率を達成できているという状況です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。 

  2.81％ということでありますから、2.6％からすると0.21％上回っておるということの

ようでございますが、引き続いて、上回る形で障害者雇用をしっかりと進めていただきた

いということをお願いしておきます。 

  続きまして、シルバー人材センター活動促進事業でお伺いをいたします。80ページでご

ざいます。 

  2021年の内閣府の高齢社会白書によりますと、60歳から64歳の就業率が71.0％、65歳か

ら69歳が49.6％ということで、非常に65歳から69歳は上がったんだけども、その上の部分

がなかなか進んでいないようでございます。政府は、70歳までの就労を目指しているとし

ていますが、民間企業においては定年延長が図られておるとはいえ、65歳以上の就労とい

うのはまだまだハードルが高いということのようでございます。 

  それで、大竹市のシルバー人材センターの状況を見てみますと、契約金額が平成30年か

ら令和元年にかけて1,130万円、令和元年から令和２年にかけて1,359万円減少しておりま

す。高齢社会が進んでいる中で、シルバー人材センターの会員の減少ということも問題で

ありますが、この契約金額が毎年度1,000万円強の減収をしているという状況については、

大竹市として補助金を出しておる関係からも、しっかりと会話をしながら指導をしていく

べきではないかという気がします。 

  そういったことについてどのようにお考えかをお伺いします。よろしくお願いします。 

○寺岡委員長 この実態を受けて、どういうふうにシルバー人材センターと協調しながら進

めていくかというところだと思うんですが。 

  福祉総務係長。 

○中川地域介護課主幹兼福祉総務係長 福祉総務係長の中川です。 

  シルバー人材センターのほうでお伺いしている現状、現況といいますかそのあたりをま

ず御説明させていただきます。 

  確かに65歳までと雇用延伸というのがありますけども、今、大竹市のシルバー人材セン

ターの会員の中には、お手当をもらってやるよりもボランティアのほうに力を使いたいと

言われる方がかなり多いということをシルバー人材センターのほうからお伺いしておりま

す。ですから、お金以上に規則正しい生活とか地域貢献という方に力を置かれている方も

多いとは聞いております。 
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  また、もちろん選択肢もいろいろ広がっているということですので、シルバー人材セン

ターの会員になることだけじゃない、いろんな方向に視野を向けて就労されている方も多

いと聞いております。 

  あと、確かに減少しているというところはシルバー人材センターのほうとも話をしたこ

とがあるんですけども、いろんな分野に向けてシルバー人材センターとして取り組んでい

かなきゃいけないなということは話をしております。例えば、一次産業の部分にも、入り

にくいところまでシルバー人材センターとしては手を広げてやっていきたいということを

今年度話を伺っております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 補助金が2,000万円ちょっとある中で約千数百万の売り上げが減少しておると

いうことについては、やっぱりしっかりとといいましょうか、こういったことでの売り上

げの増を目指していただくということとともに、新規のといいましょうか会員を増やして

いただける取り組みというのが必要だと思います。市としても補助金を出すわけでありま

すから、しっかりとそれを理解した上で活動していただきたいなというのがあったもんで

すから、今回取り上げさせてもらいました。2,000万円近くの補助金の中の半分近くの売

り上げが減っているという現実ですから、ぜひよろしくお願いをいたします。 

  続きまして、こども医療費助成事業についてお伺いをいたします。 

 こども医療費の事業の分野においては、本市は中３までの医療費助成制度を設けられて所

得制限もなしとされております。大竹市の施策を上回った施策を設けておられる自治体は

三次市などの２市４町で、入院・通院とも高３までとなっています。大竹市は、この医療

費助成事業については、すみません、乳幼児医療助成制度でしたか、こども医療費じゃな

ったかな。ごめんなさいね。それで、ぜひ中３までの２市４町に続いて確保していただい

て、子育て支援や少子化対策につなげていただけたらということが今回のお願いでござい

ます。 

  ぜひ、こういったことについての取り組みを、大竹市は乳幼児医療助成制度については

積極的に取り組んできたということを高く評価しておりますので、ぜひとも高３までを実

現してもらって、２市４町を３市４町にしていただくという気概でもってお願いをできた

らと思うんでありますが、私は一般質問でもこの問題は度々取り上げさせていただいたが

なかなか進んでおりませんので、ぜひとも重ねてお願いをしたいと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いをいたします。 

  特に、本市におきましては基地関連の交付金とか宮島ボートレースの事業収入とかあり

ますので、よろしくお願いをします。これは答弁は要りませんので、要りませんいうたら

失礼になりますが、欲しいんですが恐らく難しい部分もあろうかとも思いますので、お願

いをしておきますのでよろしくお願いします。 

  それから、老人福祉費で高齢者施設のクラスターということで、私はこれを資料請求を

しましたら、出されないというお話をいただいております。 

  この新型コロナウイルスの第６波で高齢者に感染が広がって、基礎疾患などの病のある
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方が亡くなられるという痛ましい事故が続出しているということで、これは先ほども申し

上げました、中国地方５県で公表された感染者の死者は月別で242人、持病のある高齢者

に影響が広がったということであります。そのうち、広島県が144人で最多を更新してお

るということであります。817人広島県内で亡くなったうちの70歳以上が９割超になった

ということで、広島県の統計を裏づけております。 

  そういった中で、第５波での本市の高齢者施設などでのクラスターの発生状況について

は、資料請求をしました回答の中、資料の中に２件昨年度の感染状況というのが報告をさ

れております。この２件以外にはクラスターは発生してないという解釈でよろしいんでし

ょうか。そこのところちょっと教えてください。よろしくお願いします。 

○寺岡委員長 把握しておられますか。 

  保健医療課長。 

○松重保健医療課長 クラスターの発生状況については広島県が公表しておりますけれども、

先ほど山崎委員のほうがおっしゃられました２件というのは、大竹市分としての公表が第

５波までされております。ただし、第６波におきましては保健所管内ごとの公表のみとさ

れておりますので、大竹市と廿日市市合わせて西部としての公表のみとなっておりますの

で、大竹市で何件という部分は公表されておりません。 

  以上です。 

○寺岡委員長 はい、どうぞ。 

○山崎委員 それで、高齢者施設の許認可権限は市長や首長にあると思うんであります。地

域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者、介

護予防支援事業者は、市町村長が指定し監督を行うとなっています。 

○寺岡委員長 ちょっと一旦おいてください。 

  １回目の質疑の途中です。ほかに１回目の質疑はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○寺岡委員長 では、１回目の質疑を終結したいと思います。 

  民生費２回目の質疑に入ります。２回目、質疑いかがですか。 

  はい、山崎委員。 

○山崎委員 要するに、大竹市長が指定監督権限でありながら、クラスターが発生しとるか

どうか分からないということでは指揮、監督はできんと思うんでありますが、そこのとこ

ろはどうでしょうか。どういうふうに考えてらっしゃるかを教えてください。 

○寺岡委員長 誰かお答えできますかね。公表がされていないものではあるんですが、どう

でしょうかね、考え方として。 

  課長。 

○山田地域介護課長 確かに委員がおっしゃられましたように、地域密着型等の施設につい

ては市のほうで許認可している施設もございます。そういう中で、状況把握が必要だろう

ということではあるんですけれども、公表されているものが先ほど保健医療課長が答弁し

たとおりでございますので、そこについて個別にお答えするのはちょっと差し控えたいと

いうふうに思いますので、御理解いただきたいと思います。 
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○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 あのね、今、新年度予算の審査をしとるわけですよ。その審査をするのにあた

って、委員が現状のクラスターの発生状況はどうかと、これを知らんと審査ができんとい

うことで資料請求したわけです。その管理者というのが大竹市長であり、後ほど教育のほ

うで出てくるんだと思うんですが教育長が管理しとる学校、こういった施設でクラスター

が起きとるか起きとらんかっていうのは分かるわけよね。それを出せんということのほう

じゃ審査ができんと思うんですね。 

  じゃけ、そういった意味においては県がどうこうとかこうということではなくて、実際

の管理者は分かっているわけですよ。恐らく、教育長はどこの学校が閉鎖してクラスター

がどういうふうに発生しとるかしとらんか分からんのに教育長でございますというわけに

はいかんと思うんですが、そういった意味においても、ぜひこういったことをこれ以上言

いませんので、よろしくお願いをしますね。しっかりと委員が審査できるように資料提供

をしていただきたいということをお願いをして、次に行きます。 

  男女共同参画推進事業でありますが、警察庁が３月３日に発表した昨年把握した配偶者

などのパートナーからのＤＶなどの暴力被害は、18年連続で最多を更新したと。しかも、

今回はコロナ禍の中で最多を更新したということで、コロナのひきこもりといいましょう

かそういったことも大きく影響しておるということのようであります。 

  そういったことに対して、婦人相談員が相談に応じたり必要に応じて一時保護を行うと

か、中長期的な支援を必要としている方に婦人保護施設において保護や支援を行っておら

れるわけですが、本市の最近の状況、こういった被害が婦人相談員のところに持ち込まれ

た状況、これについてコロナ禍においてどんな状況かというのをお伺いたいんですが、よ

ろしくお願いします。 

○寺岡委員長 課長。 

○山田地域介護課長 男女共同参画の担当ではないんですが、ＤＶの相談を地域介護課のほ

うで主に受けておりますので、お答えをさせていただきます。 

  コロナ禍以降、本市の受付の状況として特段に相談件数が増えているという印象はござ

いません。ただ、年に数件は御相談に来られますので、その際には職員のほうでしっかり

状況を伺って、適切な支援をしているということでございます。 

  終わります。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 コロナ禍ということで、特別そういう状況ではないということのようでござい

まして、ありがとうございます。引き続いて、こういったことについてはなかなか表に出

にくい部分もありますので、よろしくお願いをいたします。 

  それで、生活保護の決定及び実施事務について96ページですか、お伺いをいたします。 

  これも、やっぱり新型コロナウイルスの感染症の拡大で生活に困窮する人が増加してい

るということで、非正規雇用者やパートで働く人たちの生活が非常に厳しい状況に追いや

られておるということのようでございまして、雇い止めや労働時間の短縮など、労働環境

の悪化が何よりもひどいということのようでございます。 
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  そういった中で、生活保護申請者が増加しているものと思われますが、本市の生活保護

の実態、これがどんな状況かということを伺わせてください。ひとつよろしくお願いしま

す。 

○寺岡委員長 保護係長。 

○藤本福祉課課長補佐兼保護係長 このコロナ禍での生活保護申請者の件数ということです

けれども、大竹市におきましては令和３年度の２月末現在の数値になりますけれども、相

談のこちら来られた件数が82件、そのうち保護の申請に至った件数が22件です。82件中22

件が保護の申請件数です。そのうち、コロナの影響ということで相談に来られた方、こち

らのほうが11件で、実際に保護を開始された方が１件です。 

  今度は令和２年度の数字になります。令和２年度が相談件数が67件、そのうち保護の申

請が23件、その23件中コロナの影響ということでの相談が13件、そのうち生活保護の申請

に至ったのが５件ということになっております。 

  過去、平成の時代からの数値の比較のほうをしてみましても、このコロナ禍、先ほど課

長のほうからも小中委員への質問の回答ということでさせていただいたとおり、当市にお

きまして、そこまでコロナの影響下における保護の申請者数の増加っていうのは見られな

いのかなというふうには感じております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 コロナの影響がないということでございますので、全国の状況と若干違うよう

な気がします。このことは非常に良いことだろうと思うんでありますが、実は先日、厚生

労働省のホームページでは、コロナ禍で生活に困った人が増えたので生活保護制度を正し

く理解し、必要な時期に利用してもらうようＳＮＳを活用して繰り返し発信してきたいう

ことで、今回もその一環としまして厚生労働省が書き込みをいたしました。 

  この書き込みについては、担当課では御存じだろうと思いますので詳しく中身について

お話しすることはないと思うんでありますが、この書き込みについて、いわゆる生活保護

の申請についてよくある誤解、あるいは現下の状況において休職している方へという書き

込みについて、この実践されているかどうかということだけお伺いします。中身にまたい

ろいろ入ると長くなりますので、よろしくお願いします。 

○寺岡委員長 保護係長。 

○藤本福祉課課長補佐兼保護係長 委員からの質問を受けまして、私個人的にもツイッター

のほうのアカウントのほうを登録して内容のほうを確認させていただきました。その中に

書かれていることで、生活保護の申請にというか相談に来られた方、こちらのほうに関し

ましては誤解のないように相談員プラスケースワーカーということで、相談には対応させ

ていただいております。 

  そして、その中身、生活保護の制度、どういった条件になるのかとかそういったことを

説明をさせていただいた上で、あくまで本人が申請をそれでするということであればして

いただいておりますし、これではちょっと難しいんだなと本人がお考えになるようだった

ら、申請せずにそのまま帰られるというケースがございます。ですので、大竹市のほうに
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おきましては、生活保護の申請に関してそういった誤解を招くような説明のほうはしてお

りませんというふうに回答のほうはさせていただきます。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 誤解を招くような説明はしていないということのようでありますが、要するに

この厚生労働省の書かれていることについて、このとおり実践していらっしゃるというこ

とでええんでしょうか。いや、それは誤解を招くからそのやり方はできませんとおっしゃ

るんでしょうか。そこをちょっともう一度確認させてください。 

○寺岡委員長 係長。 

○藤本福祉課課長補佐兼保護係長 すみません、その厚生労働省の今委員が示されたものが

手元にございませんので、詳しく全てが当たっとるということを今ちょっと断言があれな

んですけれども、基本的に誤解を招くような言い方というか、生活保護の申請をするにあ

たっての壁というのが世間一般に言われております。そういったところでの説明に関して

は、重々に誤解のないような説明のほうはさせていただいております。 

  例えば、扶養義務者への調査に関することであったり自家用車の保有であったり、そう

いったところに関しましても事細かに説明のほうをさせていただいて、御本人に理解いた

だいておるというふうに私どもでは理解しております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 大事なところだと思うんですね。この厚生労働省の承認しておるとおりにやっ

てるよと言われんのですよね。やっとるよと言われんのですよ、そこが大きな問題だと思

うんですね。どうなんですか、このとおりにできないんですか。 

  これ厚生労働省のホームページの書き込みですよ。そして、私はこのとおりにやってお

られますかという質問をしておるわけですから、そのとおりにやっておるとは言わないで

いろいろおっしゃる。そこがどうもひっかかるんですけども、早い話は厚生労働省の方針

ですから、このとおりにやっていますと言われて当たり前の答弁だと思うんですよね。そ

の答弁がなぜできんのですか。そこをちょっと聞かせてください。 

○寺岡委員長 福祉課長。 

○神代福祉課長 すみません、厚生労働省のＳＮＳを完全には把握してないんですけども、

当然生活保護法や生活保護実施要領に基づいてそういった文章を作成していると思います。

それを踏まえますと、そのとおりにやっていると言っても問題ないというふうに考えます。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。それでは、ぜひよろしくお願いします。 

  ひとり親家庭等医療費助成事業についてお伺いをします。端的にやれということでござ

いますので、ぜひ、ひとり親家庭の窓口負担分を免除してもらえるような取り組みをして

ほしいというのがお願いでございます。 

  ひとり親家庭というのは、このコロナの問題あるいは雇用の問題あるいは子どもの養育
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費の問題というように非常に問題を多く抱えておりまして、それらの中で厳しい生活を強

いられております。低賃金の中でダブルワーク、あるいはトリプルワークで働いていらっ

しゃるというような状況でございますので、この窓口負担の500円が非常に厳しいという

状況であります。ぜひこのことについても取り組みをお願いしたいということなんですが、

これについては先ほどの乳幼児やら別にお考えをお伺いしたいんですが、よろしくお願い

します。 

○寺岡委員長 保健医療課長。 

○松重保健医療課長 ひとり親家庭の医療助成ですけれども、こちらにつきましては子ども

医療費とも同じ考え方でございまして、一定の窓口負担をいただくということは、頻回受

診防止の観点からも必要だと考えております。現在のところは自己負担をいただくという

方針であります。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 それは一貫して大竹市がおっしゃってらっしゃることなんですけども、非常に

ひとり親家庭というのは厳しい状況でありまして、６割の人が125万円以下の生活をして

いらっしゃるというような統計もあるようでございまして、働いても働いても収入が増え

んということで、低賃金で貧困から抜け出せない状況だと。 

  もう１つは、離婚後の養育費がいただけないということで非常に厳しい、養育費の支払

いは８割が未払いという状況の中での生活であります。シングルマザーはＤＶの被害等に

遭って離婚に追いやられるという部分が非常に多いようでございまして、そういった中で

やっぱり貧困に陥ってしまうということのようであります。 

  ぜひ、医療費、よく言われますのが、これを免除すると大したことでもないのに病院に

みんな行くんだと。医療費がかさむという話もあります。しかし、ひとり親家庭はえっと

病気でもないのに病院へ連れていくほど暇はありません。そういった意味では、本当に厳

しい生活環境の中で仕事をしていらっしゃいますので、むしろそのことのほうがかえって

病気を大きくして医療費がかさむという状況になると思います。 

  先ほど申し上げましたが、再編交付金や競艇収入が他の自治体にはない収入であります。

岩国市には、ごめんなさい再編交付金じゃなくなりました、新しい制度になりました。岩

国市は早くからこの活用をして、子供の支援をつなげております。よろしくお願いします。 

○寺岡委員長 ２回目の質疑の途中でございます。 

  他に質疑はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○寺岡委員長 通告していただいたものでまだ問われていないものもあるんですけれども、

よろしかったですかね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○寺岡委員長 よろしいようです。 

  以上で、２回目の質疑を終結します。 

  続いて、３回目の質疑に入ります。質疑はありますか。 



（４.３.14） 

－39－ 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○寺岡委員長 質疑はないようです。 

  以上で、第３款、民生費の質疑を終結します。 

  説明員の交代がありますし、ちょうど50分程度たちました。10分ほど休憩をしたいと思

います。 

  再開は15時55分といたします。よろしくお願いします。 

15時44分 休憩 

15時54分 再開 

○寺岡委員長 それでは、会議を再開いたします。 

  第２款、総務費の質疑に入ります。通告をいただいております。１回目の質疑をお受け

したいと思います。よろしくお願いします。 

  小田上委員。 

○小田上委員 よろしくお願いします。 

  まず、46ページふるさと納税促進事業というところで、３億3,000万円の前年の予算か

ら補正補正とうれしい補正が重なって令和３年度もきています。その流れであるんだろう

と思うんですが、ふるさと納税６億円になっています。このクラウドファンディング、今

まで好調な理由っていうところをどう考えられているのかなと。 

  そこを１点最初にお願いします。 

○寺岡委員長 総務課長。 

○柿本総務課長併任選挙管理委員会事務局長 クラウドファンディングが好調だという理由

ということです。今回、大竹駅についてクラウドファンディングしております。大竹駅と

いいますと、大竹市についていろいろふるさとを感じる駅ということだと思います。です

から、全国的に駅に対するクラウドファンディングということで、非常に好感を得られた

んではないかというふうに考えております。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 ありがとうございます。 

  そこも大いにあろうと思うんですが、ちょっと総務費ずっと僕ＤＸ関連でいこうと、全

部ひもづけたいなと思っているんですけど、ふるさと納税は一時期伸び悩んだ時期があっ

たと思います。そのふるさと納税が伸び悩んだ中で増えてきた理由が、ふるさと納税のシ

ステムというか仲介してくれるところの業者を変えたとか広告をしたとか、そういうとこ

ろも多く効果があったんじゃないかなと思うんですけれども、そこをやってみようと思っ

たところを教えていただけますか。それをやってみようと思ったポイント。 

○寺岡委員長 総務係長。 

○杉山総務課課長補佐兼総務係長 ふるさと納税は右肩上がりで令和元年度まで伸びてきま

したが、令和２年度において減少をしたということです。 

  原因は何だろうということで、いろいろ考えていく中でこれはっていうのはなかったん

ですが、同じことをやっていても伸びないというのは分かっていましたし、あと、他の自

治体がどのようなことをしているかこのようなこともいろいろ考えまして、できることを
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やってみようということで、例えば、成功している都城市は非常に大きな宣伝をしていま

す。ただ、こういうお金をかけることはできませんので、大竹市でできることは何だろう

ということでいろいろ考えたところで、ポイントを絞った広告とかそういったことにやっ

てみようということで、令和３年度踏み切ることにいたしました。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 本当にすごいなと思いました。何ですかね、原因を分析してこっちじゃない

かなと対処されたところで大きく結果が出たというところで、増えた理由を補正とかが上

がってくるときに伺ってすごいなと。本当にびっくりしました。 

  ただ、伸びてきているその作業というのがもっと余裕を持っていうか分析とかができる

ようになれば、今返礼品も好調なものがあるはずなんですけど、その返礼品で地元の中小

企業とかと協力してやっていくみたいなこともできるようにならないかなと思うんですけ

ど、そのあたりとかっていうのは、庁内の協議とか地元企業と話し合いとかっていう場は

ありますかね。どのような感じですかね。 

○寺岡委員長 総務係長。 

○杉山総務課課長補佐兼総務係長 ふるさと納税を最初に導入した当時なんですけれども、

会社等を通じまして、何が大竹市のほうで出せるかということを割と幅広く募ったという

経緯があります。その中で、今ある既存の物ということを出し尽くしたというところもあ

りまして、今回、令和４年度に向けて産業振興課と連携いたしまして、新たな取り組みと

して大竹生まれ産品を応援するというクラウドファンディングを立ち上げようじゃないか

ということで、今話をしているところでございます。 

○寺岡委員長 はい、どうぞ。 

○小田上委員 ありがとうございます。大竹市のものをＰＲして大竹市から出ていくふるさ

と納税のお金もありますから、ここでもっともっとこっちにふるさと納税していただける

ようにというところです。 

  今、答弁をいただいたときにできることをやるというふうに言われたんですけど、じゃ

あこのできることをやる時間をどうやってつくるかっというと、ＤＸなんだろうと思いま

す。ふるさと納税は頑張ってください。 

  48ページいきます。市ホームページ改修等委託料です。 

  資料ありがとうございました。資料を見ますと、晴海臨海公園の大型遊具ができてから

閲覧数が増えたという分析をされて、プラスコロナの関係でということでしたけど、まず、

リンク切れとか一部あったお話を直接させていただいたこともありますけど、画像が直接

貼りつけてあって読めないとかということがあったりとかあるんですけど、そういうとこ

ろは今後直っていきますかね。 

○寺岡委員長 どうぞ。 

○冨田企画財政課課長補佐兼企画係長 企画財政課企画係長の冨田です。小田上委員の御質

問にお答えいたします。 

  このたび、市ホームページ改修等委託料ということで予算を組ませていただいておりま
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す。こちらの内容につきましては、改修ということで、現行のホームページ作成支援シス

テムというもの、ＣＭＳというふうに言うんですけれども、そちらのほうが令和５年６月

30日で終了するということから、こちらのほうのバージョンアップをするというのが主な

内容となっております。 

  この中で、いろいろと変更点といいますか、バージョンアップによりまして回線容量が

増えてページの読み込みが早くなること、セキュリティの向上などの性能の向上、それか

ら、作成する側の話になるんですが、テンプレートの自由度が高くなるということでペー

ジ作成がしやすくなる、そういった機能の向上が図れるというふうになっております。た

だ、基本的には今お聞きになって思われたと思うんですが、性能機能の向上という部分と

いうことで、ホームページを訪問する利用者が見た目で変化を感じることは少ないのでは

ないかなというふうには思っております。 

  しかしながら、先ほど委員から御質問いただきました空白とかリンク切れのページの対

応についてというところでございますけれども、こういった部分についてはバージョンア

ップの作業とはいえ、作業工程の中で既存データを移行するという作業がございます。そ

の中で一旦そのデータの洗い出しとか整理とか、今あるものを移し替えるという部分はあ

りますので、その中でちょっと一旦洗い出しをして整理をする、そこで一旦整理ができる

のではないかと考えております。 

  また、それから新しいシステムでは、実際のホームページの構成を見ながらページを更

新できたりとか空白のページ、そういうふうに実際のイメージを見ながら作業をできると

いうことから、空白のページやイベントカレンダー等の内容チェックはしやすくなると考

えております。 

  それから、ページを更新してからの期間が表示できるということにもなりますので、各

係が作業する中でもそういった期間の経過が確認できるということから、リンク対応や内

容の変更・ページ更新のタイミングとかもチェックしやすくなるのではないかなというふ

うに考えております。 

  それ以外にも、これまで通り各課かいの掲載ページについては担当課かいのほうで掲載

作業をしていただいているところなんですけれども、研修等も併せ持ってそういった基本

のところを抑えながら、そういった見る側の立場に立った形で作業できるようにそういっ

た研修等も合わせて進めていきたいというふうには考えております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 まず、更新して中のシステムが新しくなって更新作業がしやすくなるという

ようなお話でしたけど、既存の今あるホームページの中を洗い出しの作業があるというふ

うに言われたんですけど、答弁の中にもあったイベントカレンダーですよね。 

  以前も質問させていただいたことがありますし、本当にイベントカレンダーで役に立っ

ているのって教育委員会のカレンダーだけなんですよ。本当ごめんなさい、ほかにもある

んですけど見てわかるというか、いろんな全てのものがあれば、全部そこに載っていれば

いいのになとここ何年もずっと思っていますのでそこは見やすくしていただいて、もうリ
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ンク切れとかさっき広島県もあるって言ったんであっちゃ駄目っていうのがなかなかあれ

なんですけど、もう見る気をなくしますから、そして、到達できないんですよ。組織から

探すとかから入っていくと到達できないので、一切僕はトップページから入らないんです。

大竹市とか入れてスペース入れて何かって調べないと出てこないんで、そのもうちょっと

ホームページ全体の使い方っていう利便性を上げるっていうところも考えてもらえたらな

と思います。 

  それで、先ほど研修をされるっていうところとかありましたけど、それって結構時間は

かかるものですか。研修の内容、それで実際に各課が更新できるようになるまでどのぐら

いの研修を重ねられるんですかね。 

○寺岡委員長 企画係長。 

○冨田企画財政課課長補佐兼企画係長 まず、今回バージョンアップに関わってする研修に

つきましては、請負のほうで研修のほうを協力していただく前提でちょっと考えておりま

すので、操作研修というところが主な内容になろうかと思います。それに付随して、こう

いったホームページの作成についての基本的なあり方、委員がおっしゃられるような本当

に基本的なところ、そういったところが今まで淡々と作業をする中でそのチェックが要は

漏れているとか、そういったところが基本だろうと思いますので、そういったところも抑

えつつというふうに考えておりますので、研修の時期とそういった期間につきましては、

更新の中のタイミングの中で業者と相談しながら計画をしたいというふうに考えておるん

ですけれども、中身についてはその操作研修と基本の部分を再度研修していただくという

ような内容で、市と業者と協力しながらできればいいかなというふうに今考えております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 はい、ありがとうございます。ホームページからふるさと納税を知ることも

できると思うんですね。公告式条例が変わったじゃないですか。ホームページから見ると

いうところが増えると思います。 

  ホームページ、ここで聞くべきかどうかなんですけど、ホームページ以外の発信方法で

すよね。これから来年度組織改編されて、フェイスブックのアクセス数等書いていただい

て数字を出していただいていますけど、このフェイスブックもちょっと不具合があったり

して新しくなったりしています。そのあたりの今のお考えを聞かせてもらえますか。 

○寺岡委員長 企画財政課長。 

○三井企画財政課長 ありがとうございます。市の情報発信の仕方というところを問われて

いるのかなと思います。その例で、ふるさと納税というのも前段で出されたんだと思いま

す。 

  言われるように、現在、市ではホームページ・フェイスブック・広報という媒体を使っ

て、市民の方に情報を発信をさせていただいております。一番良いのは、市民の方が見や

すく、そして、分かりやすく、そして、逆に自発的に見ていただく、そういう媒体になれ

ばというふうに私たちも思っております。 

  ただ、先ほどのふるさと納税もございましたように、ホームページを１つとってもさま
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ざまな課題があるというのは、これまでの委員の御意見からも十分承知しております。ま

ずはその課題をしっかり分析して、来年度新しく広報公聴係ができます。先ほど言いまし

たように、より分かりやすく、使いやすく、そして、見やすく、そして、自発的に見てい

ただけるような媒体になるように努力をしていきたいと思っております。よろしくお願い

します。 

○寺岡委員長 小田上委員。 

○小田上委員 １回目はここで終わろうかなと思うんですけど、フェイスブックはあんまり

効果がないわけじゃないんですけど、広がりが限定的なのかなという気がします。なので、

ほかの媒体ですよね、考えられているものがあれば御紹介いただきたいのと、ＬＩＮＥで

すよね。限定的にばしっと届けるんだったらＬＩＮＥだと思うんですけど、一般質問でも

聞きましたが、そのあたりも検討すべきものに上がってくるのかどうか、そのあたりを教

えてください。 

寺岡委員長 課長。 

○三井企画財政課長 はい、ありがとうございます。 

  まずは、やはり今ホームページだけでも資料を見ると130万人の閲覧数が年間あるとい

うことは、ホームページかなり安定した媒体なんだと思います。そこに問題点があるとい

うところは、まずは、第一優先としてはホームページをしっかりと解決していかないとい

けないんだ。その後に、やはりフェイスブックもありますしツイッターもありますしＬＩ

ＮＥもありますしそのほかのツール、そこを何が一番市民の方が利用しやすくて情報を伝

える手段になり得るかっていうのは、その後にしっかり研究していきたいと思っておりま

す。 

  以上です。 

○寺岡委員長 いいですか。 

○小田上委員 はい。 

○寺岡委員長 １回目の質疑です。他に質疑はありますか。 

  小中議員。 

○小中委員 あんまり長くはないんですけども55ページの自治振興費、多少通告内容と異な

るんですが、協働のまちづくり推進事業が前年度140万円から100万円に減額していて、市

民活動助成金のほうは50万円で変わらないんですけれども、保険料のほうが90万円から50

万円に減っているんですけど、これはどういう原因でこういうふうになっているんでしょ

うか。 

○寺岡委員長 自治振興課長。 

○ 谷自治振興課長 協働のまちづくり推進事業につきましては、保険料とそれから市民活

動助成金の２つを合わせて毎年予算化させていただいています。例年はそれぞれ50万円ず

つということで100万円でやっているんですけど、令和３年度につきましてはちょっと保

険料が上がっています。 

  この理由としましては、市民活動の保険で保険給付がありますと当然保険料が上がると

いうことなんですけども、令和２年度に見守り活動をしていただいていた高齢の方が、お
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帰りの際に水路に落ちて亡くなるという事故がありました。その分で一応保険金を支払い

をさせていただいていますので、その関係で保険料が上がるということです。 

  当時は、見積りをさせていただきますと90万円ぐらいというふうに見積りが出ましたの

で、それで当初のときには予算化をお願いしました。今回は、また改めて新年度予算で見

積りを取らさせていただいたんですけど、一応50万円以内で済むということですので、ま

た当初予算のほうはそれに戻させていただいたということでございます。 

  市民活動助成金につきましては、一応例年、今のところ令和３年度におきましてはスタ

ート支援事業のみの場合４件ということでございましたけども、ここ数年の動きは落ち着

いているということで、例年並みの予算とさせていただいているところでございます。 

  以上です。 

○寺岡委員長 小中委員。 

○小中委員 了解しました。それで質問、これで終わります。 

○寺岡委員長 他に質疑はございませんか。 

  西村委員。 

○西村委員 50ページの総務費の中の総務管理費の財産管理費の内訳の中で、庁舎等管理事

務7,120万6,000円の総額の中の50ページにあります、使用料及び賃借料1,017万5,000円の

内訳についてちょっと御質問させてもらいます。 

  いろいろ賃料借り上げとかテレビ受信、これは新たに保育所を造った関係でそういう分

に充当するんだろうと思いますが、自動火災報知器借上料167万円、その上のほうにずっ

といきますと消防用設備点検業務委託料35万2,000円、前のページに返りまして、例えば

自動扉保守点検業務委託料とかいろいろあります。これは、本来は消防法に基づいた管理

費がいるものと思いますが、うまい具合にばらばらにされておるけど、１つにならないか

なという私なりの疑問でございます。 

  それからもう１つは、土地借上料793万3,000円があるんですが、この借上料というのは

どこを借りとるんですか。これをお答え願いたいと思います。 

○寺岡委員長 総務課長。 

○柿本総務課長併任選挙管理委員会事務局長 本庁舎関係の委託料についてでございます。 

  これはそれぞれ専門的な知識・技術が必要なものでございますので、一括にするという

ことは、逆にちょっと金額が上がってしまうような可能性もあろうかと思いますので、こ

れは個々に委託料を組まさせていただいております。 

  それから、土地借上料でございます。これは、旧小方中学校の跡地を職員駐車場として

借り上げておるものでございます。土地造成特別会計から借りているというものでござい

ます。当初、暫定的な使用というふうに考えておりましたが、当面借りる必要が出てきま

したので借上料として計上しているものでございます。 

○寺岡委員長 西村委員。 

○西村委員 ありがとうございました。 

  別にとやかく言うんじゃないんですが、財産管理費のこの7,120万6,000円、これは特に

財政が逼迫しておるとか財政財政って皆さん言われますが、毎月に直したら約600万円の
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家賃をこの庁舎に払っておるという理屈になるんですよ。こういうことはこれからもずっ

と続くわけですから、民間企業並みに考えれば、どこかを削減するというのも１つの手か

なと。予算を増やせというだけじゃなしに、やはり予算をある程度減額する、始末してい

くというのも大事なことではないかと思います。これが人口減少と連動しておるというこ

とで、私としたらそういうところが気づいたんで質問をさせていただきました。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

○寺岡委員長 他に質疑はありますか。 

  山崎委員。 

○山崎委員 43ページの個人番号対応システム保守業務委託料でお伺いいたします。 

  マイナポイント第２弾ですが、マイナンバーカードの新規取得者に対する5,000円相当

のポイント付与に加えて、健康保険証として新たに利用した人に対する7,500円相当ポイ

ントの付与、それから公金を受け取る口座を登録した人に対する7,500円相当のポイント

付与ということで、新たにポイントが付与されるからカードを申請しなさいということだ

と思うんでありますが、2022年９月30日までに申請されたマイナンバーカードの応募者と

なり、同年10月１日以降に申請されたカードは、事業の対象外となる。ポイント自体の申

込期限は2023年２月28日となっていますが、ポイント付与は今年の９月30日までに申請さ

れないとポイントはなくなるということなんですか。そこをちょっと教えてください。 

  それから、10月１日以降にそうすると残るポイントというのは、新規取得に対する

5,000ポイントだけかということと、現在の発行部数が分かればお伺いします。 

  以上３点、よろしくお願いします。 

○寺岡委員長 戸籍住民係長。 

○佐伯市民税務課主幹兼戸籍住民係長 43ページの個人番号の対応ということでさっきおっ

しゃられたんですけれども、御質問の内容につきましては戸籍住民基本台帳費の関係と思

いますので、お答えをさせていただきます。 

  マイナポイント第２弾につきましては、委員がおっしゃられたとおりで、今年１月１日

から第２弾ということで展開をしているんですけれども、９月末までにカードを申請した

方に対してマイナポイント、キャッシュレスなどの利用について利用額の25％を付与する、

5,000ポイントを付与するという事業、それがさっきおっしゃられたとおり、令和５年２

月末までにチャージ・お買物などをするということになっております。 

  また、公金の受け取りと健康保険の利用につきましては、６月以降にならないとちょっ

と情報が出てこないということなんですけれども、これは今までにカードを作られている

方全部申し込みが可能です。マイナポイント第２弾につきましては、第１弾で申し込みを

していない方も対象になりますので、今までもらっていない方全てが第２弾のほうで申し

込みができるということになっております。９月末までのカードの申請の方が対象という

ことですので、10月１日以降の申請ってなった方については、対象にならないものと考え

ております。 

  あと、カードの現在の交付の状況、数なんですけれども、大竹市におきまして２月末時

点で１万1,750枚カード交付しておりまして、交付率は44.6％になっております。 
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  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 そうしますともう一度確認したいんですが、10月１日以降は5,000ポイントだ

け残るということなんでしょうか。これはなくなるということなんでしょうか。そこをち

ょっと教えてください。 

  それで、この施策で今聞きましたところ、１万1,750名の方がカードを取得していらっ

しゃると。非常に有利なポイントがついたにもかかわらずまだこういう状況ということで

見ると、少し少ないなという気がするんでありますが、そういったことでこれがマイナカ

ードの申請が進まない理由、これについてはどういうふうに考えていらっしゃるのか、な

ぜ浸透しないのか、こんなにせっかくたくさんのポイントをいただけるのに。こういった

ことについてはどういうふうにお考えですかね。 

○寺岡委員長 係長。 

○佐伯市民税務課主幹兼戸籍住民係長 まず、マイナポイントの第２弾の関係は10月１日以

降どうなるのかということですが、私どもが情報をもらっているのは、９月末までに申請

をしたらポイントの対象になるということだけなので、10月１日以降はもう全て申請がで

きない、申し込みができないというふうに理解をしております。 

  それから、これだけのポイントをつけるのにカードの申請が伸びてないんじゃないかと

いう御質問でしたが、お客様からの問い合わせの中に、ポイントがもらえるというよりか

はお金がもらえるんじゃないのかということで理解をしている方がいらっしゃいまして、

こちらのほうでポイントですよと。キャッシュレスを利用されて、そのキャッシュレスに

対してポイントをつけますよという御説明をして、何か利用している物はないかというの

をお聞きするんですが、なかなか高齢者の方とかはキャッシュレスを利用していらっしゃ

らないという方もいらっしゃいますし、また、ポイント自体に興味がないという方もいら

っしゃいまして、必ず皆さんがそのポイントに興味があって申し込みをするというもので

もないような感触はあります。 

  なので、私どもは今コンビニ交付を始めておりますので、一応カードをお持ちの方であ

れば、休みの日とかにコンビニなどで住民票を取ることができるようになりましたよとい

うことで、一応お勧めは今しているところでございます。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。 

○寺岡委員長 マイクお願いします。 

○山崎委員 ありがとうございます。なかなか進まないという部分もあるんだろうと思いま

すが、このカードの必要性ということについては、実際問題として免許証もあるし、そう

差し迫って必要性を感じていない。それから、本人確認書類はこれ以外にもある、それか

ら、個人情報の漏えいというのがやっぱり一番心配なんではないかなと。もう１つは、高

齢者にとっては特に申請手続はめんどくさいというようなことがあるかなと思います。非

常にポイントが増えても、先ほどの話じゃないが現金をもらえるんならすぐ申請をしたい
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けど、そうでないとなかなか二の足を踏むということじゃないかなと思います。 

  それで、46ページのふるさと納税促進事業に移ってみたいと思うんでありますが、この

ふるさと納税制度というのは、非常にこういった過疎の町あるいは田舎については若者が

出て行って高齢者ばかりという中で、若者が都会から納税をしてくれると非常に助かると

いう部分があって、非常に地方創生には役立っておるんだろうと思います。 

  ところで、このふるさと納税で寄附を集められた人との持続的なつながりで、継続的に

支援をお願いするという自治体が出てきたようでありまして、こういったことの中でまち

づくりに長く関わってもらえる、継続的な支援がお願いできるということで自治体も取り

組む町があるんだそうですが、こういったことについて私もこれは非常に良いことだなと

思うんでありますが、情報をつかんでらっしゃったらその辺のところ、また、こういった

ことへの取り組みというのも今後は必要なんじゃないかと思いますので、そこらのあたり

についてお伺いをいたします。 

  それから、現在ふるさと納税のあり方については非常にさっきも申しましたように、地

方創生の趣旨に沿って非常に画期的な制度であります。そういった中では非常にいいわけ

ですが、残念なのは１つ私たちが思うんでは、実際にいただく金額はこうして公表される

けども、じゃあ出て行った金額はどうなんだといったときに、これは以前にも議論があり

ましたが、なかなか今までのところでは公表されていないような気がします。 

  それで見てみますと、ふるさと納税制度によって控除額が超過した自治体は、地方交付

税によって超過額の75％を補塡されるとあるんでありますが、控除額が超過した自治体と

はどういうことなのかをちょっとお伺いできたらと思います。すみません。 

  それで、控除額が大竹市は超過しておるのかしておらんのか、ここもお伺いしたいんで

すがよろしくお願いします。できれば、出ていくふるさと納税がどれぐらいあるのかとい

うことが分かればお願いします。 

  以上、よろしくお願いします。 

○寺岡委員長 いけますか。 

  はい、総務課長。 

○柿本総務課長併任選挙管理委員会事務局長 すみません、委員御指摘の継続的な取り組み

をされている自治体ということですが、ちょっとその辺の情報がつかんでおりませんので、

申し訳ございません。 

○寺岡委員長 総務係長。 

○杉山総務課課長補佐兼総務係長 具体的な自治体名というのはちょっと分からないんです

けれども、ファンをつくっていくという取り組みっていうのはしている自治体はあるとい

うふうに聞いています。 

  例えば、ツイッターとかそういったものを使ってファンを呼びかける、ファンづくりを

呼びかけるということをやっている自治体もありますし、クラウドファンディングという

ところも使って、何かをその町で作っていく過程を見たいということで、その自治体の応

援をするということを継続していくということも取り組みをされているような形では聞い

ております。 
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  以上です。 

○寺岡委員長 控除額とか。 

  市民税務課長。 

○岡崎市民税務課長 市民税務課長の岡崎です。 

  先ほど委員のおっしゃいました控除額が超過したというところ、ちょっと私もあまり詳

しくないんですけども、それは入ってきたふるさと納税より控除した額が大きくなるとい

うような意味合いだというふうにちょっと感じているんですけども、ちなみに、直近の令

和２年中のふるさと納税に対して令和３年度に控除をしておるんですけども、その額は、

ふるさと納税の控除額は2,913万5,000円となっております。これは当初賦課のときの金額

なんですけども、この額と入ってきた金額を比べますと、入ってきた金額が大竹市のほう

は随分多いというふうに感じております。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 そうしますとこの2,913万5,000円、この金額でいくと地方交付税は補塡されん

よね。市外流出額の公表は30％の自治体だということでありますが、これは地方交付税で

補塡されるんですか。そこをちょっと教えてください。 

  ごめんなさいね、素人の質問で申し訳ないんですが。 

○寺岡委員長 財政係長。 

○建石企画財政課主幹兼財政係長 今言われた、出て行った金額ということになります。そ

の分、大竹市民税に影響がある部分ということになりますけど、このへこんだ部分、影響

があった部分の75％は交付税として大竹市に入ってくるという形になります。 

  以上です。 

○寺岡委員長 山崎委員。 

○山崎委員 ありがとうございます。よく分かりました。納得できたといいましょうか、や

っと、ああそうなのかという気持ちであります。 

  ところでこのふるさと納税制度、この納税をすることについては何のデメリットもない、

むしろメリットしかない、ただ、デメリットといえばめんどくさいということぐらいの、

私が思うのはめんどくさいぐらいのことだろうと思うんですが、そういった意味ではええ

ことしかないというのは実感としてあるんですけども、一方で高額所得者はたくさんふる

さと納税ができるし、その返礼品も高額な物が受け取れる。ところが、低額な所得者は少

ししか寄附もできんし少しの返礼品しかもらえないということで、二重に格差が広がると

いうことの指摘があります。 

  こういったことの指摘というのはなるほどなと思うんでありますが、高額な人はより税

金も少なくて済むと、良い物がいただけるということで考えると、なるほど逆進性という

のはこういうことを言うんかと思うもんですが、こういったことについては実際にあるわ

けですよね。それで、このことについての批判というのはないんでしょうか、市民の皆さ

んから。 

  例えば、低額所得者には補助をするということで、補塡せえとかいうようなことはない
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んでしょうか。ちょっとこういった意見があるということについては皆さんも御存じだと

思うんですが、お伺いします。 

○寺岡委員長 ふるさと納税の捉え方ですかね、考えが聞けますか。 

  市長。 

○入山市長 今、委員が御指摘のように、大変不公平な制度を国がつくられたということで、

当初は本来の目的でここから出て行った方に地元を応援していただくという本来の趣旨に

沿ったということで、我が町では返礼品を返さないということを２年間やって全然お金が

集まらない、この制度がある以上、大竹市は一生懸命頑張ってお金を集めようということ

で方針転換をします。事のよしあしは別にして、職員みんな全力を挙げてお金を集めるこ

とに普通の企業と同じような活動をしてくれておりますので、どうかその辺のことは御理

解いただきたいと思います。 

  私の知った方で、よその町に100万円寄附して50万円相当の物をいただいて、それを全

部会社に売りつけてまたもうけたというような事例もございますので、本当に矛盾を感じ

ております。 

○山崎委員 終わります。 

○寺岡委員長 他に質疑、いかがでしょうか。 

  藤川委員。 

○藤川委員 はい、お願いいたします。今、ちょっとふるさと納税の話でまた続いてすみま

せん。46ページです。私は返礼品の商品選びについて質問させていただきます。 

  先ほどから、ふるさと納税は伸びておりますと、返礼品の品ぞろえや広告が良いからだ

と聞いていて思いました。返礼品の決める方法といいますか、選択方法を教えていただき

たいのと、これから返礼品にしていこうと考えている物がありますでしょうか。 

○寺岡委員長 総務課長。 

○柿本総務課長併任選挙管理委員会事務局長 それでは、返礼品の基準についてです。 

  これは、国の定めがございます。主な基準としましては、区域内において生産された物、

それから、区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産された物、それから、区

域内において製造・加工など主要な部分を行うこと、それから、区域内において提供され

る役務、こういった基準がございます。 

  新たな返礼品といたしましてはちょっと来年度の取り組みとなりますけれども、ちょっ

と先ほどもあったんですが、クラウドファンディングを利用しまして市内の特産品といい

ますか、新たな商品を開発するというところを行っていくということがございます。今後、

総務課と産業振興課、それから、企画財政課、この３課で制度の統括、それから、そうい

った新たな商品の開発、それから、積極的な広報・広告といったところをうまくサイクル

を回していけるようにいたしまして、寄附額の増加というところを目指していければとい

うふうに考えております。 

○寺岡委員長 はい、どうぞ。 

○藤川委員 はい、ありがとうございます。 

  大竹市にたくさんのお金を集めてほしいと思いますが、市民からもちょっと声がありま
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して、私も返礼品のサイトを見させていただきました。ゴルフボール、かなりの種類が多

く出ていたんですけど、ゴルフクラブの種類や人気シャフトの種類も増やしてほしいとい

う市民の声が上がっております。女性からの声は、女性クラブがないんじゃけちょっと考

えてみてくれんかという声も上がっておりますので、ぜひお考えください。これで終わり

ます。 

  予算書今度は52ページ、スマートフォン賃借料についてです。この項目、予算書の中に

他になかったんです。これだけだったんですが、こちらのスマートフォンの使用方法をお

願いします。 

○寺岡委員長 企画係長。 

○冨田企画財政課課長補佐兼企画係長 藤川委員の御質問にお答えいたします。 

  スマートフォン賃借料というふうになっておりますけれども、この使用用途につきまし

てはスマホとして、電話として使うというものではなくて、本市が構成市の１つとなって

おります広島広域都市圏というものがございます。その中で圏域内の経済活動の活性化と

住民の地域活動の活性化を目的とした共通ポイント制度としまして、広島広域都市圏ポイ

ントというものを実施しております。こちらのほうをポイント発行するための発行端末と

してスマホを使うということで、今回賃借料を上げさせていただいておるものでございま

す。 

○寺岡委員長 藤川委員。 

○藤川委員 ありがとうございました。私、大きく勘違いしておりました。ありがとうござ

います。 

  じゃあ、続いて予算書56ページ行きます。船名公募等記念品についてです。 

  先日の委員会で、船名の公募をすると言っていただきました。公募方法と時期が分かり

ましたら教えていただきたいのと、この予算の内訳をお願いします。 

○寺岡委員長 自治振興課長。 

○ 谷自治振興課長 船名公募につきましては、現船の涼凪につきまして、阿多田島汽船の

ほうで船名を募集されたというふうにお聞きしております。新船についても、利用者に親

しみやすい船名を公募したいというふうに考えておるというので、前回も説明させていた

だいたと思うんですが、募集方法につきましてはまだちょっと検討段階ということで、時

期は造船会社のほうともいろいろお話をさせていただく中で、秋ぐらいには進めたいとい

うふうに考えております。 

  募集につきましては、主に乗船された方とか市民の方に向けて発信したいとは思ってい

るところなんですけども、記念品につきましてはどのぐらいの方が応募されるかちょっと

分からないので、一応阿多田島汽船のほうで大体これぐらいというふうにお聞きしたりす

る中で、決めさせていただいています。できたら数千円程度ぐらいをイメージはしてはお

るんですが、これも人数によって変わってくるかもしれないので、これはあくまでも今の

想定ということで思っていただけたらと思います。 

  実際公募した段階で、また検討させていただければなというふうに考えているところで

ございます。ぜひ、委員も募集に参加していただけたらと思っていますので、よろしくお
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願いいたします。 

○寺岡委員長 藤川委員。 

○藤川委員 はい、参加します。よろしくお願いします。 

  ありがとうございました。次に、予算書57ページ、またすみませんフェリーの件です。

今の涼凪です。釣り堀のお客様や阿多田島の観光のお客様が増えて、季節や週末によると

思うんですけど130人では乗れなかったということになって、涼凪の定員数が130人から

150人になりました。今、島民の方もたくさんの方に島に来ていただこうと努力をしてお

ります。 

  今回、新造船は150人の定員とありますが、増員の可能性はあるんですかね。 

○寺岡委員長 課長。 

○ 谷自治振興課長 現船の涼凪の定員増ですけども、これは２階の甲板の立ち席のところ

を救命胴衣とかも増やすということで、150名にさせていただいたところでございます。 

  前回もちょっと御説明させていただいたと思いますけども、新船につきましては、今の

涼凪と同程度の規模の船の建造を考えております。そのため、同規模の定員ということで

させていただいていまして、ここは造船会社のほうにもちょっとお伺いしたんですけど、

やっぱりスペースの問題とかいろいろございますので、これ以上の増員はちょっと難しい

んではないかというふうにお聞きしているところでございます。 

  そのため、今のお示ししている定員でやらさせていただこうということで御理解いただ

きたいと思います。 

○藤川委員 ありがとうございます。いいです。 

○寺岡委員長 ここで、議事進行を副委員長と交代いたします。 

○藤川副委員長 他に質疑はございませんか。 

  寺岡委員。 

○寺岡委員 私もすみません、委員長ながら通告を出させていただいておりますし資料も準

備していただきましたので、伺わせていただきます。 

  予算書いろいろな部分に散らばっています会計年度任用職員の雇用の件と、あとは職員

研修も各款に散らばっていますが、取りまとめている総務のところで、この場面で聞かせ

ていただこうと思います。 

  基本的に議場のほうでさせていただいた一括質疑、これとちょっと関わってくる細かな

内容になるんですが、大体議場のやり取りで大きな流れというのは分かりました。市の考

え方も大きなところは分かったんですが、やはり準備していただいた資料を拝見すると、

会計年度任用職員についてまだ区別されているところがあると御説明いただいたんですが、

まず、資料の15ページを見ると、任用期間の分布で10年以上関わって下さっている方が７

名もいらっしゃると。相当なつわものじゃないかなというふうに思うんですが、場合によ

っては係長が逆に叱られるような、そういうシーンも見れるんじゃないかと思います。 

  一方で、１年未満の方も大勢いらっしゃって、以前の嘱託職員と臨時職員とのくくり、

こういったところでいわゆる臨時職員と呼ばれていた皆さん方は、こういう短い部分とい

うのもあったんじゃないかなというふうな想像・推察はさせていただきます。 
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  それで、やはり10年というと昔でいう総合計画のひとくくりなわけですよね。そして、

市のほうにも随分な貢献をいただいて、お仕事ぶりでも影響力もお持ちなんじゃないかな

というふうに思います。やはり議場で申し上げましたように、基本構想・基本計画あたり

をやはりある程度ぐらいからはしっかりと把握しておいていただきたいなという思いは引

き続いて持っています。そして、その前の資料、13・14ページに職員研修の予定と実績を

出していただいたんですけども、再任用職員も恐らく、これ法律関係が中心になっておる

のかなというふうに思っています。自治総合研修センターですから、大竹市独自のことを

学ぶ場面というのはなかなかないんだろうなというふうに読み取りました。 

  令和４年度、この研修費について職員研修事業として額面が大きく増えています。それ

から内容はすみませんこれでいいんですが、内部研修についてもうちょっと対象を広げて、

また、任用職員にも少しでも触れてもらえるような場面というのはつくれるんじゃないか

なというふうに思ったんですけど、そのあたりをまず伺いたいと思います。 

○藤川副委員長 総務課長。 

○柿本総務課長併任選挙管理委員会事務局長 まず、研修費用です。これはまちづくり基本

計画、これは令和３年度、令和４年度ということで、令和３年度は実績ということで令和

４年度は予算ということになっております。これは、コロナ禍で旅費が減ったということ

で、予算的には昨年度と同様ということで御理解いただきたいと思います。 

  それから、会計年度任用職員の研修ということでございます。資料にもお示しをしまし

たけれども、市独自内部研修というのがございます。こちらでここにありますように接遇

であるとか業務遂行能力向上であるとか、あとは大竹市の歴史であるとか各種制度とか、

そういったところに希望を募って研修を受けてもらっています。今、日常業務というのも

会計年度任用職員はありますので、それは時間を割いて研修に参加するということ、なか

なかちょっと時間も取りづらいのかなというふうな思いもあります。 

  こちらのちょっとＰＲ不足というというのもあるのかもしれませんけれども、引き続い

て研修について広くＰＲをして、できるだけ多くの会計年度任用職員に受講してもらえる

ような形で取り組んでいきたいというふうに思っています。 

○藤川副委員長 寺岡委員。 

○寺岡委員 分かりました。 

  今の令和４年度の旅費が減ったというのが大きいというか、ほとんどそれだいうふうに

解釈しましたが、それは発言通告をしている総括の部分で令和４年度中に中止になった場

合、年度内で何とかするか、この辺につながっていくと思いますので、また、総括のとき

に若干触れながら話をさせていただけたらと思います。 

  じゃあ、資料15ページのほうの任用期間の分布のほうで、仕事をしていただきながら市

のことについて触れたり学んだりする、自然に身につくところはあると思うんですが、特

にこっちで何年以上関わる方はこれぐらいは知っとってくださいねというふうなところは

お考えではないというふうに、今の時点では思っておられるということでいいですかね。 

○藤川副委員長 総務課長。 

○柿本総務課長併任選挙管理委員会事務局長 おっしゃるとおりなんですけれども、基本的
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に会計年度任用職員ですが、任用年数が長くなれば当然担当業務に関する習熟度というの

は増していくというふうに思います。ますます貴重な戦力というふうに考えているところ

ですが、ただ、まちづくり基本構想であるとか基本計画、こういった習熟度についてこれ

を高める必要性ということは、ちょっと感じていないというふうなお答えでございます。 

  以上です。 

○藤川副委員長 寺岡委員。 

○寺岡委員 はい、方針は分かりました。いろいろ労務の関係とかでもあるんじゃないかな

と思うのでいいんですが、せっかく大竹市の行政に関わっていただいて任用期間というふ

うにくくられていて、要は途中で市民に返られる方もたくさんいらっしゃるんじゃないか

なと思うんですよね。何年かしたら要は市役所を辞めると。そういう方は、今から一生懸

命企画のほうでやっていかれる市民への普及っていうところのリーダーシップを張って行

けれる卵たちが、今、会計年度任用職員としておってくださるのになというふうに思うん

ですよね。機会のロスになるんじゃないかなというふうに。 

  ですので、そこら辺をせっかくのチャンス、大竹市にしてみれば知っていただくチャン

スなんで、そこら辺をせっかくのものなので生かしたらいいのになというふうにすごくシ

ンプルに思いました。一般の市民に戻られたときに、ゼロからやるよりよっぽど普及とい

うのにはつながってくんじゃないかな思いますので、チャンスがあればどんどんなじんで

いけれるようなきっかけづくりはしていっていいんじゃないかなというふうに思います。

まあ、考えてみてください。 

  また、総括につながるように宿題を私も今いただきましたので、そのときによろしくお

願いします。終わります。 

○藤川副委員長 それでは、議事進行を委員長と交代いたします。 

○寺岡委員長 １回目の質問ですが、他にありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○寺岡委員長 ないですね。 

  以上で、総務費１回目の質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  本日はこの程度とし、明日15日に議事を継続したいと思います。 

  これに御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○寺岡委員長 御異議なしと見て、さよう決定いたしました。 

  明日15日は10時から第９款消防費の質疑から入り、本日継続途中であった総務費の２回

目の質疑につなげていきたいと思います。御準備よろしくお願いします。 

  本日はこれにて閉会いたします。 

  どうもありがとうございました。 

 

16時52分 閉会 


